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平成２９年第１回足寄町議会定例会議事録（第２号）
平成２９年３月１２日（日曜日）

◎出席議員（１２名）

１番 熊 澤 芳 潔 君 ２番 榊 原 深 雪 君

３番 多治見 亮 一 君 ４番 木 村 明 雄 君

６番 前 田 秀 夫 君 ７番 田 利 正 文 君

８番 高 道 洋 子 君 ９番 髙 橋 健 一 君

１０番 星 孝 道 君 １１番 髙 橋 秀 樹 君

１２番 井 脇 昌 美 君 １３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（１名）

５番 川 上 初太郎 君

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 安久津 勝 彦 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 渡 辺 俊 一 君

総 務 課 長 大 野 雅 司 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

福 祉 課 長 丸 山 晃 徳 君

住 民 課 長 沼 田 聡 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 阿 部 智 一 君

国民健康保険病院事務長 對 馬 邦 彦 君

会 計 管 理 者 佐々木 雅 宏 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 寺 地 優 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 大 貫 裕 弘 君

事 務 局 次 長 阿 部 泰 子 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 一般質問＜Ｐ３～Ｐ５６＞
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午前１０時００分 開議

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

５番川上初太郎君は、欠席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） ３

月７日に開催されました、議会運営委員会の

協議の結果を報告します。

本日、３月１２日は、一般質問を行いま

す。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 議長の挨拶

○議長（吉田敏男君） 次の日程に入ります

前に、一言申し上げます。

本日、３月１２日は日曜日でありますが、

町執行者の協力を得まして議会を開催をする

ことにいたしました。

足寄町議会は、町民に身近な意思決定機

関、議会及び議会活動の活性化と充実のため

に、平成２３年に議会の総合条例を制定をい

たしたところであります。

その中で、本日の日曜議会は一般質問を行

い、多くの町民の皆様に議会に感心を持って

いただき、議会を傍聴していただくのが目的

であります。

どうか町民の皆様にわかりやすい質問、答

弁となりますよう、よろしくお願いを申し上

げたいと思います。

◎ 一般質問

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 一般質問

を行います。

順番に発言を許します。

９番 髙橋健一君。

（９番髙橋健一君 登壇）

○９番（髙橋健一君） 議長のお許しをいた

だきましたので、通告書に従って一般質問を

させていただきます。

地域共生社会の実現に向けて。

（１）平成２９年２月７日に、厚生労働省

は、高齢者や子供、障害者向けの福祉サービ

スを一体で受けられる地域共生社会の実現に

向け、工程表を作成し発表しました。

この工程表の中で、公的支援の縦割り、他

人事から我が事、丸ごとへの移行をうたって

います。

厚労省の意図するところは何なのかを具体

的に説明していただきたい。

また、この施策が町民にとってどんなメ

リットがあるかをお伺いしたい。

（２）地域共生社会実現のために、地域住

民が我が事として取り組む仕組みづくりに地

域包括支援センターが重要な役割を果たすと

言われていますが、この期待に応えるため

に、福祉課としてどのように対応していくか

をお伺いしたい。

（３）地域共生社会の先駆的な事例として

は、高齢者、障害者、子供等多様な利用者が

支え合いながら福祉サービスの提供を行って

いる富山型デイサービスや、高齢者や障害者

が子育て支援にボランティアとして参画して

いる三重県名張市のおじゃまる広場などが挙

げられます。

足寄町も地域共生社会の実現に向けて、こ

れらの事例を参考にして新しい足寄モデルの

構築が必要だと思いますが、町長の見解をお

伺いしたい。

どうぞよろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 髙橋健一議員の地

域共生社会の実現に向けての一般質問にお答

えをいたします。
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厚生労働省は、今後の社会福祉のあり方と

して、地域共生社会の実現に向けて当面の改

革行程を発表しました。

この地域共生社会という理念は、高齢者の

福祉サービスは介護サービスで、障害者の

サービスは障害福祉サービスで、子供に関す

るサービスは子育て支援サービスでといっ

た、これまでの制度別・分野別の縦割りの

サービス体系や、サービスの提供者である

「支え手」と受給者である「受け手」という

関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体

がさまざまな課題、問題を我が事として参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて

丸ごとつながることで住民一人ひとりの暮ら

しと生きがい、そして地域をともにつくって

いく社会を目指すものと定義されておりま

す。

この地域共生社会の実現には、現在の公的

支援のあり方を縦割りから丸ごとへの転換

と、住民がつながり支え合って我が事、丸ご

との地域づくりを育む仕組みへの転換の二つ

の改革が必要となります。

この改革を実現するため、一つには、住民

相互の支え合い機能を強化する地域課題の解

決力の強化、二つ目に、地域のさまざまな担

い手の育成・参画を促す地域丸ごとのつなが

りの強化、３点目として高齢者だけでなく生

活上の困難を抱える方への支援体制を強化す

る地域を基盤とする包括的支援の強化、四つ

目として専門人材の養成を強化をする専門人

材の機能強化・最大活用の四つの大きな柱を

打ち出しております。

そして、これらを実現するための当面の改

革行程と位置付けて、平成２９年度に介護保

険法、障害者総合支援法、児童福祉法、社会

福祉法等の法改正の実施、平成３０年度に介

護・障害サービスの報酬改定、専門人材の養

成課程の見直し、平成３１年度以降もさらな

る制度の見直しが予定されております。

今後、２０２０年代初頭の我が事、丸ごと

の全面展開に向け、法改正や補助制度の大胆

な見直しを段階的に進めていくという壮大な

構想でもあり、国の検討状況や先進的自治体

の取り組み等を注視していく必要があると考

えております。

さて、１点目の本構想の厚労省の意図する

ところは何かとの御質問ですが、改革の柱の

三つ目の地域を基盤とする包括的支援の強化

において、介護保険制度の見直しにより共生

型サービスが創設されるとともに、障害福祉

制度においても共生型サービスの創設が予定

されており、介護保険または障害福祉のいず

れかの指定を受けた事業所がもう一方の制度

における指定が受けやすくなり、より包括的

なサービスの提供が可能となります。

ほかには、介護分野における労働力の不足

に対応する専門人材の養成について、現在の

サービスの受給者である受け手と提供者であ

る支え手の体制では、今後においても人材不

足を解消することが困難であるとの認識か

ら、改革の柱の４点目、専門人材の機能強

化・最大活用により、保健医療福祉の専門人

材について新たな共通基礎課程の創設によ

り、複数の医療・福祉資格の取得を容易に

し、かつ短期間での取得を可能にすることが

挙げられております。

また、新たな専門人材の養成を図ることを

狙いとしつつ、介護サービスの受け手である

高齢者が児童の遊び相手となり、子育て支援

サービスの分野では支え手にもなるような、

地域における包括的なサービスのあり方への

移行を目指しているものと考えております。

また、この施策が本町にとってどんなメ

リットがあるかとの御質問ですが、町と社会

福祉協議会や各福祉関連ＮＰＯ組織とのさら

なる連携強化、サービスの包括化が進むもの

と思われ、先ほどの例で挙げた専門人材の養

成が進むとともに、支え手である介護人材の

不足がある程度解消できるものと期待をして

おります。

また、公的支援の枠を超え、さまざまな地

域資源や産業と結びつけることができれば、

地方創生に資する新たな循環が生み出すこと

ができるのではないかと考えております。
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２点目の地域包括支援センターにおける今

後の対応についての質問ですが、地域包括セ

ンターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁

護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要

な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上

及び福祉の増進を包括的に支援することを目

的とし、介護保険法に基づき市町村が設置し

ているものであります。

足寄町では高齢化が進む中、幾つになって

も一人になってもこの町で暮らし続けていく

ための施策として、医療を中心とする連携構

想を提唱し、その実現に向けて取り組んでき

たところであり、その一環として高齢者等の

困り事をワンストップでお受けする相談窓口

を設置し、その中心的な役割を地域包括支援

センターが担っております。

高齢者の困り事、相談内容は多岐にわたっ

ていることが多く、内容に応じて福祉課内の

障害、地域福祉、子どもセンター等の担当部

署と綿密な情報共有を図るほか、役場内の他

課や関係事業者との連携、民生委員や地域の

方々等の協力をいただいて対応しておりま

す。

これまで、国は高齢者の尊厳保持と自立支

援を目的に可能な限り住みなれた地域で生活

を継続することができるよう包括的な支援と

サービスの提供体制を整備する地域包括ケア

システムの構築を目指しており、地域包括支

援センターが中心となって公的支援による住

まい、医療・介護・予防・生活支援を一体的

に提供する仕組みづくりを進めることが求め

られてきました。

今回の地域共生社会の実現に向けた我が

事、丸ごとの地域づくりは、この地域包括ケ

アシステムの提供を広げ、それぞれの地域に

おける多様なニーズに対応できるよう住民や

ボランティア等多様な主体の支え合いによる

新しい地域包括支援体制の構築を目指してい

るものと考えられ、今後は高齢者だけでなく

全世代型・全対象型の総合相談支援体制の構

築を目指す必要があると考えております。

個人や世帯の抱える複合的課題への包括的

支援を行うため、さらに綿密な情報共有や支

援法について検討を進め、地域包括支援セン

ターのみならず、福祉課全体の体制見直しに

ついても柔軟に対応してまいりたいと考えて

おります。

３点目の御質問でございますが、他の地域

の実践例として、介護保険のデイサービスを

母体に障害者の就労継続支援Ｂ型の事業を実

施し、高齢者・障害者・子供等多様な利用者

がともに暮らし支え合う富山県の富山型デイ

サービス、市民センターを主たる会場として

高齢者や障害者の方が子育て支援ボランティ

アとして参画し、乳幼児とその家族のふれあ

いの場として機能している三重県名張市のお

じゃまる広場を御紹介いただきました。

どちらも今回の地域共生の先駆的取り組み

として取り上げられており、高齢者、障害

者、子供の三つの異なる分野のサービスの受

け手が、同時に支え手でもあるという地域共

生社会の好循環を実現している貴重な例だと

考えております。

本町においてはどのような形での実現が可

能か、拠点となる建物、組織、人材活用を検

討するとともに、今後の国の動きを注視して

必要な財源を確保した上で積極的かつ着実に

本町に適した共生社会の実現のために、引き

続き国の動きや先駆的取り組みを進めている

地域の情報収集等を行い、議会や福祉関係事

業者のみならず、自治会組織を通じ、全町民

を巻き込んだ形で検討を進めていく必要があ

ると考えておりますので、御理解を賜ります

ようお願い申し上げ、髙橋健一議員の一般質

問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

９番 髙橋議員。

○９番（髙橋健一君） 微に入り細に入り説

明をいただきまして本当にありがとうござい

ます。非常にわかりました。

そこで、一つ質問があるのですが、この政

策ですけれども、他人事になりがちな地域づ

くりを地域住民が我が事として取り組んで、

子供も高齢者も障害者も全ての住民が生きが
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いを持って生きられる、そういう地域共生社

会をつくろうではないかという、そういう厚

労省の意図はすごくよくわかります。

そして、その厚労省の考え方の中に、みん

な畳の上で死ぬのが一番理想なのではないか

と、だから介護はみんな在宅でしましょうよ

と。なかなかすばらしいのです。もう何か、

さすが頭のいい人の言うことは違うなと思っ

て感心しておりましたけれども。感心してい

るばかりではいけない。これで終わってしま

いますからね、私の一般質問。さようならと

いうわけにいかないのですけれども。

しかしながら、そう言いながら、平成３０

年度の介護保険法改正の内容をちょっと勉強

しましたら、これ大変なことになっていま

す。

要介護１・２、こういう軽度の介護保険

サービス、これ一部を地域支援事業に移そう

ではないかという考え方なのです。だから、

介護保険から除いてしまいましょうと。当

然、要支援１・２は、今移行しているのです

かね。もう介護保険知らないから町でやって

くださいよと。これはびっくりしました。

それから、利用者負担も今は２割負担です

ね。２割負担も出てきた。最初は１割でいけ

ますよといっていたものが、２割負担、さら

に３割負担という声も出てきたようで、最終

的には全員が３割になるのでしょうと、そう

いうような考え方も出てきております。

どうも国というのはきれいごとを言って、

どうもだまそうとしているのではないかと。

財政が厳しいからごめんなさいと、消費税も

上げられなかった、すいませんねと、許して

くださいと、そう言っていわれれば何となく

そうかなというふうに協力もしたくなるので

すけれども、介護報酬に関してもまた厳しい

ですよね。何でしたっけね、いわゆる国の言

うことを聞かなければ報酬を減らしますよな

んていう、そういうこともやりそうな気配が

あるので、そういうのはちょっとひとつ困っ

たものだなと考えております。

ただ、余り文句ばかり言っていてもしよう

がないので、現実をしっかり受けとめなけれ

ばいけないのだと。もしも、軽度の介護保険

サービス、もしも町でやりなさい、大丈夫で

すかと言われたときに、町はどういうふうに

対応できるのか。ひょっとすると、足寄町、

陸別町、本別町で介護サービスの質がかわっ

てくるのではないか、負けない自信があるの

か、町長、一言よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 今、髙橋議員がい

ろいろお話ありましたけれども、一番の根底

はやっぱり介護保険制度をスタートしたとき

からもう見通しの違いといいますか、見込み

の違いといいますか、相当介護にかかわる支

出が膨大なものになっているという、ここが

根底にあるわけであります。この間、介護報

酬の見直し等々を含めて、いかにその支出を

減らすかという、これは現実問題としてやは

り財政、原資があっていろいろなサービスも

展開できる、これは事実だというふうに思っ

ております。

現在、それぞれのこの介護保険を展開して

いくのは、それぞれの自治体ごとになってお

りまして、それぞれの町の中でのサービスの

提供、あるいはサービスを受ける、この実績

をもとにそれぞれ町民の皆さん方から負担し

ていただく介護保険料というのも決めていっ

ているわけであります。

その中にあって、もう我々の立場からする

と、一時この介護保険の負担、これは標準世

帯でいきますと５,０００円が限度であろう

ということで言われていたのですけれども、

実はもう５,０００円を既にほとんどの自治

体が突破をしていっているという実情にあり

ます。

そういう意味では、本当にここでも議員も

先ほどちょっと触れられていましたけれど

も、消費税を上げて、上げた分は全て福祉関

係に使うのだということで進んでいたわけで

ありますけれども、これ実は、一度目は上げ

たのですけれども、究極の部分のところは先

延ばしになったということで、私どももここ
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先延ばしになって、これはまた保険サービス

に関する影響が極めて大きくなるのではない

かなという、すごく危惧をしておりました。

そこは心配ないよということも聞いていた

のですけれども、現実は、先ほどもお話あっ

たとおり、もともとは介護認定は要介護１か

らということで決まったのですけれども、こ

こにまたちょっと加わって、要支援１・２と

いうのが加わったということであります。

これも、現実、要支援１・２については、

それぞれの町村でのサービスに切りかえろ

と、こういう動きになってきているというこ

とであります。

そこで、そうなったときに対応できるのか

というお話ですけれども、今現在、既に取り

組みしていますけれども、要は介護にならな

いための介護予防といいますか、ここのとこ

ろをやっぱりしっかり、これは言われるまで

もなく力を入れていくというのは、これは必

然だというふうに思っております。

まだまだ十分とは言い切れませんけれど

も、この私どもの町で進めてきております、

連携システムの中で整備しました、むすび

れっじの中で介護予防の取り組みも進めてい

るというようなことであります。

今後、いずれにしても限られた予算、お金

というのは、自治体にとっても国にとっても

同じだというふうに思っております。究極

は、国民の皆さん方に負担してもらうという

のが一番の基本ということになるわけであり

ますから、これは国の動きがどうこう、これ

はもちろん注視をしなくてはいけませんけれ

ども、我が町の取り組みとしては、介護支援

を受けなくてもいいようにいつまでも元気で

暮らしていけるような、そういう取り組みが

今後さらに重要になってくるのだというふう

に思っています。そういう意味で、しっかり

とその辺の取り組みを進めていきたいなとい

うふうに思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番髙橋議員。

○９番（髙橋健一君） ありがとうございま

す。

やはり予防介護とか、それからいわゆる介

護福祉のすき間を埋めるような、そういう政

策が、いわゆるお金のかからないというので

すかね、そういう政策が必要なのではないか

と思いました。

そこで、やはりそういうときに、お金くれ

ないから何だこれはと文句ばかり言っていら

れないわけで、やはり足寄町は足寄町なりに

足寄町民がやっぱり幸せに暮らせるような方

法をとっていかなければいけないのだと。

いろいろなまだ方法があると思うのですけ

れども。そこで登場してきたのが、こういう

地域の包括支援センターではないかと思うの

ですよね。ちょっと何か包括なんて難しいこ

といっていますけれども、ひとまとめになっ

ているのですか。新聞、よく今回の答弁書も

そうですけれども、何か難しくて嫌になりま

すね、言葉がね。ワンストップとか、横文字

まで入ってきてしまって。何か新聞を見てい

ましたら、地域包括支援センターでワンス

トップのサービスを受けられるなんていって

いましたけれども。ワンストップを調べた

ら、一つの場所でさまざまなサービスを一気

にばんと受けられるということらしいのです

けれどもね。

だから、いろいろと相談やっていますよ、

町は。もう何でも持ってきてくださいといっ

たら、一括して全部ばんと片づけますよとい

うことではないかと思うのですけれどもね。

そこで、福祉課長にお尋ねしたいのですけ

れども、今の地域包括支援センターの中身で

す。現状７人体制でしたね、たしかね。それ

で、どういう人たちがどういう仕事に携わっ

ているのかをお尋ねしたいのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 福祉課の中で、

課としての役場内は、保健福祉室というのと

総合支援相談室という二つの室がございまし

て、その中の総合支援相談室の中に地域包括

支援センターがございます。

そこで、介護保険の要介護認定者の支援を
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行うほか、先ほども言った要支援の方ですと

か、さらには介護が必要にならないためのケ

アということでまだ自立されている方のケア

もするというところで、保健師の資格を持っ

たケアマネージャーが３人、あと理学療法

士、精神保健福祉士、社会福祉士等、ある程

度の職種の人材をそろえていまして、例え

ば、むすびれっじで介護予防のために理学療

法士の見地から身体の維持向上に努めていた

だくような教室を行ったり、あと最近多いの

は、痴呆の方々、精神的な部分で要支援の方

というのは精神保健福祉士の観点からも看て

もらうというようなことですとか、あとよろ

ず相談ということであれば、まずはお話をお

受けして、大体そこで終わることというのも

かなり少ない話で、まず話を聞いて、そこで

何には何の課題があるのか、その課題はどこ

で解決すべきなのかというところで関係部

署、福祉課の役場なりのときには、状況に

よっては警察にお願いするような場面もござ

いますが、そういうようなことで種々の解決

を図っているというところでございます。

介護保険の部分でのサービスといえば、介

護事業者のほう、社会福祉協議会ですとかＮ

ＰＯですとかで。要支援の方ですとかもあわ

せて介護状態にならないようにということで

介護支援計画をつくって、その方々に適した

サービスを受けていただくというような形。

あと、本当に福祉的な部門ではなくて法律

的なものですとか、財産の部分ですとか、後

見人制度ですとか、そういう部分もございま

すので、そういう部分は高齢者福祉の別の部

署で法的な部分でのお手伝いを弁護士さんを

通じてお手伝いをするとか、そのような形で

やっております。

ちょっと質問にきちんと答えているかどう

かわかりませんけれども、以上でございま

す。

○議長（吉田敏男君） ９番髙橋議員。

○９番（髙橋健一君） 時間が押してまいり

ましたので、最後のまとめをさせていただき

たいと思います。

地域包括センターの活躍が大いに期待され

るところで、先日、これふるさとを考える町

民の集いで北海道医療大学の長谷川聡先生の

お話を聞いたのです。これ、すばらしい話

で、足寄のことも覚えていらっしゃいまし

た。いわゆる、厚労省ですごく足寄町の福

祉って有名なのだよと聞いてびっくりしまし

た。灯台もと暗しといいますかね。それで感

動したのですけれども。その先生のもちろん

内容もすばらしくて、このパンフレットはこ

のまま私は保存しておこうと思うのですけれ

ども、先生の教え子さんが二人、実は足寄町

の地域包括センターで働いているというのを

聞いてびっくりしました。お二人ですね。

やはりこういう、もう本当にうらやましい

なと思った限りなのですけれども、こういう

子たちが足寄にいるということはすごく頼も

しいし、やはりこういう若い人たちに足寄町

をこれから変えていってもらいたいと、はみ

出してもいいですからね。ちょっとはみ出し

公務員で頑張ってもらいたい。生意気でもい

いですから、そういう形で活躍してもらいた

いと、私は足寄町の公務員に期待したいと

思っています。もちろん、町民として生意気

な態度はだめですよ。笑顔で明るく接しても

らいたい。大いにはみ出していただきたいと

いうことを申し上げたいと思います。

それから、時間がないのですけれども、最

後、三つ目ですけれども、これは富山型デイ

サービスというのは私もずっと昔から興味が

ありまして、たまたま私の友達が富山市役所

に勤務したというのもあったのですけれど

も、それが何と今では厚労省の大事な戦略の

一つになっているというのでびっくりしまし

たけれども。

資料を調べているうちに名張市というのが

出てきたのですけれども、インターネットに

名張市のおじゃまる広場というのを調べたの

ですけれども、センターでみんなお子さんと

かお母さんたちが集まって、それに対して障

害者やお年寄りがボランティアとして溶け込

んでいろいろなお世話をしているという、明
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るいのですよね。皆さん、明るくて元気いっ

ぱいで。そして、センターで一月に２回ぐら

い何か催し物をやっているみたいなのですけ

れども、年会費が一家族５００円とか、何か

すごくリーズナブルでなかなかほほえましく

ていいなというふうに、そういう映像を見さ

せていただきました。

富山のデイサービスは、これはもう一緒に

共同生活をするパターンですよね。かなりそ

れよりまだ進んだ形で厚労省が大好きな、そ

ういう感じでやられているところではないか

と思うのですけれども。

それで、このモデルケースに対して塩崎厚

生労働大臣は、こういうモデルケースに関し

ては財源の手当も考えていますよとおっ

しゃっているのですよね。

だから、でかい老健施設、何億円も何十億

円もかかるものに対してはちょと金出せない

けれども、こういう地域で一生懸命やってく

れる人たちには１,０００万円、２,０００万

円ぐらいの単位のお金ならぽんと出しますよ

という、そういうニュアンスではないかと思

うのですよね。

だから、そういうことをうまく利用すれ

ば、そういういろいろな足寄町も年寄りも子

供もみんな幸せになるようなシステムづくり

ができるのではないかと思ったのです。

しかし、ちょっとまた新しいニュースが飛

び込んできまして、介護職の問題ですよね、

本別町。９日新聞に介護職確保めど立たず、

本別の老健建てかえ延期と出ていました。も

うこういう状態もあるのかと思って。せっか

くの雇用のチャンス、せっかくいろいろ介護

のところでみんな頑張ろうというときに、

ちょっとこれ水差されるような事件だなと

思って本当に残念になりました。

というのは、足寄町は知恵もあるし、皆さ

ん元気ですし、何とか皆さんで協力して住み

よい足寄の町をつくりたいと思っているので

すが。最後、町長ひとつまとめてよろしくお

願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

介護に関しては、先進事例、今の二つ、富

山、それから名張。名張の市長さんとは、私

どもも加盟しております福祉関係の団体、こ

れでよくいろいろなお話を聞いていますし、

そのほかにも先駆的な取り組みをしていると

ころはたくさんあります。

いろいろなところの先進事例を参考にしな

がら我が町もできるだけよりよいサービスの

提供に努めたいなというふうに思っています

けれども、しかし、思うのと実際にやるとい

うのは、これは極めて難しい部分もたくさん

ありまして。

国の支援も、実は私どものここのむすび

れっじほか三つの施設一緒に建てたのですけ

れども、このやるときに厚労省に行っていろ

いろな相談もさせていただきました。特に、

結果としてやっぱりこの支援長屋というの

は、これはやっぱりやってよかったなという

ふうに思っているのですけれども、ここ実は

何とかモデルで金くれないかという話もした

のですけれども、現実は無理でした。

ですから、なかなか厚労大臣もいろいろ

サービスでそういう発言もするのかなと思う

のですけれども、なかなかお金をもらうとい

うのはなかなか厳しいことで。

そこはちょっと横に置いても、問題は、今

最後に触れられた、介護職の不足、これ実は

我が町でも本当に特別養護老人ホームで介護

職員退職者の後補充をしようと思ってずっと

募集をかけているのですが、実は応募が全く

ありません。これは、本当に本別町もそうで

すし、これはもう全国的な状況。

この原因は何かというと、私はこういうふ

うに分析しているのです。先ほど申し上げた

とおり、介護保険制度がスタートしました。

そのときにどういう現象が起きたかという

と、やっぱりいろいろな介護報酬もたくさん

出ましたから、たくさんといったらちょっと

言葉悪いですね。一定の報酬もありました。

これは、大手企業が相当その介護のところ
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に参入したのです。先ほど申し上げたとお

り、その介護報酬の支出がもう想定した倍以

上に膨らんでしまったということですね。

その結果、どういう現象が起きたかという

と、介護報酬の見直しが起こったのです。

介護報酬の見直しが起こったということ

は、これはもう実際、介護の現場なんていう

のはもうマンパワーですから、ではどこで民

間業者というのは、当然事業者というのは利

益が出なかったらやっていけないわけですか

ら、そこでこれは本当に単刀直入に端的な言

い方ですけれども、どこにしわ寄せがいった

かというと、やっぱり人件費のところですよ

ね。人を最低限の人、それから賃金も抑えな

ければいけない。そうすると、どういう現象

ができたかというと、３Ｋ職になってしまっ

たのです。３Ｋ職場に。

ですから、こういうお話も聞いています。

例えば、高校生が介護でここに進みたいと、

そうしたら、進路の先生が、いや、介護はき

ついぞ、給料は安いぞ、汚いぞと３Ｋ職場に

なってしまったのですね。ですから、十勝管

内では大谷短期大学、それからコア学園とか

があります。いずれも定員割れです。結局も

う希望する子供さんがいないということなの

ですね。

ですから、本当に今、現実問題として介護

職員の確保というのは極めて難しくなってき

ています。我が町も今年度、特別養護老人

ホームの建てかえの議論を進めようというふ

うに思っていますけれども、やはりその介護

職の確保というのは極めて難しい。

また、一方では、その専門学校、資格を取

れる学校に行けばいいのですけれども、従来

は一定程度、介護現場の資格がなくても経験

が何年かあれば資格を受ける資格が与えられ

たのです。

ところが、これも実は改正になったので

す。

介護の実戦にプラス勉強しなければならな

いのです。

通信講座か何かを受けて何十時間と受けな

ければいけないのです。

ですから、資格もまた取りづらくなったと

いうことです。当然、その介護施設について

は介護福祉士の資格を持っていることが原則

ということでありますから、全員ということ

ではありませんけれども。

だから、ちょっと国も、率直な私の気持ち

としては、言っていることとやっていること

違うのではないかなと、そんな思いもしてい

ます。今後、私の立場で機会があれば国に対

してもそういったことも現実問題等含めて

しっかりと意見反映をしていきたいなという

ふうに思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番髙橋議員。

○９番（髙橋健一君） どうもありがとうご

ざいました。

また勉強して戻ってまいりたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） これで、９番髙橋健

一君の一般質問を終えます。

傍聴者に申し上げますけれども、今一般質

問は本日８名の方が予定をしておりますの

で、お一人３０分ということで規定をしてお

りますので、そのようにお聞き取りをいただ

いたいと思います。

次に、７番田利正文君。

（７番田利正文君 登壇）

○７番（田利正文君） 議長の許可をいただ

きましたので、通告書に従って一般質問をさ

せていただきます。

学校給食の地産地消の取り組みと食育の取

り組みのさらなる前進のためにというテーマ

であります。足寄給食センターの小森栄養教

諭と廣田調理員のチームが全国給食甲子園で

優勝するという快挙をなし遂げました。全国

給食甲子園は、昨年で１１回目です。

この取り組みを通して保護者・生産者・行

政などの人々にとって励みになることを願

う、食育を啓発すること、地産地消の奨励を

目的として地域の活性化につながることに貢

献したいと、このようにうたっています。
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足寄町教育委員会の平成２９年度教育行政

執行方針２ページ右側上段に、食育では栄養

教諭の効果的な活用を図り、職に関する指導

を推進するとともに、学校給食の衛生・安全

管理の充実に努めてまいります。また、魅力

ある献立を通して、地場産食材の積極的な活

用によるふるさと給食やリクエスト給食を継

続し、安全・安心な給食の提供に努めてまい

りますとあります。

まず最初に、給食に関する食育・地産地

消・地域の活性化ということについて、教育

委員会の所見を伺いたいと思います。

次に、以下３点について伺います。

一つ、地産地消１００％に向けた食材の調

査・研究とそれを生かす取り組みについてで

す。

２０１１年１１月１７日付の十勝毎日新聞

で、足寄小学校の給食が取り上げられ、記事

の末尾に「管内のある町の給食関係者が強調

した。地産地消１００％は無理だが、伸ばす

余地はまだある。最終的にはＪＡや漁協、そ

して行政トップの考え方次第です」とありま

した。

私もこの考えに賛同するものですが、我が

町に給食に使える食材がどれくらいあり、そ

れをどこの誰が生産しているのか、生産者数

は、量はどのくらい確保できるのか、量や種

類をふやすには生産者の協力を得なければな

りません。

どこの誰に何を頼めるのかというようなこ

とを調査、研究、検討するための栄養教諭、

調理員、ＪＡ職員、教育委員会などによる

チームをつくることはできないでしょうか。

二つ目、酪農・畜産現場への体験学習につ

いて。

小学生のラワンブキの収穫体験をやってい

ますが、小学校での食育農作業体験の意義・

目的は、一つ、実際に畑に行って土に触る、

作物ができるまでの過程生産者の苦労を学

ぶ、生産者の作物に対する思いを学ぶ。

二つ目、このような体験を通して作物を大

切にする心、食べ物に興味を持つ、足寄町の

食材・作物に感謝する、こういう気持ちを子

供たちに身に着けさせたいということです。

そのためには、栄養教諭、学校教職員、Ｊ

Ａ、生産者、教育委員会の連携は重要だと考

えています。酪農・畜産の現場にも体験学習

としての計画を組むことはできないでしょう

か。

３点目です。剣淵町の畑作農家との調査、

研究、交流について。

剣淵町の畑作農家のグループがさまざまな

野菜を数百種類つくっていると以前にも紹介

したことがありましたが、このグループの人

たちに会い、足寄の給食に取り入れることを

念頭に置きながら野菜の調査、研究、交流を

するために、栄養教諭、ＪＡ、教育委員会を

中心とした数人を派遣するということはでき

ないでしょうか。

以上であります。

○議長（吉田敏男君） 答弁、藤代教育長。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 教育委

員会から田利議員の学校給食の地産地消と食

育の取り組みのさらなる前進のための一般質

問についてお答えいたします。

１点目の地産地消１００％に向けた食材の

調査・研究を生かす取組についてですが、地

元で生産され、給食の食材として使用してい

るものには、玉ねぎ、ジャガイモ、ニンジ

ン、シイタケなど限られた野菜であり、地元

で調達が可能な食材については、日ごろから

生産者や経済団体と連携を図っており、生産

者や食材数・量などの規模から、新たなチー

ムを設けて対応するまでの必要性はないもの

と考えております。

２点目の酪農・畜産現場への体験学習につ

いてですが、子供の食材は家庭での健全な食

習慣や学校での農林漁業体験を初め、さまざ

まな機会や場所において実践や体験活動を通

じて行われるもので、酪農・畜産現場への体

験学習以外にもさまざまな体験学習が行われ

ており、実施に向けては関係機関との連携を

行っております。

小・中学校では、ラワンブキ農場・圃場、
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米つくり、林業体験などの体験学習を理科、

社会などの教科や総合的な学習の時間で取り

組んでおりますが、限られた授業時数である

ことから、今後も食育の取り組みとしては酪

農・畜産現場への体験学習も含め、あらゆる

実践や体験活動を通じて取り組んでいきたい

と考えております。

３点目の剣淵町の畑作農家との調査、研

究、交流についてですが、剣淵町では米作を

初め、麦、豆、イモ、野菜、工芸農作物など

多様な作物の生産が可能な地域で、これらの

畑作物が農業生産額の４分の３を占める町で

あります。

また、大消費地の旭川市にも近く、北海道

の優良事例として農業者による野菜の産地直

送・直売が取り組まれているなど、農業生産

構造や土地条件などが、畑作３品や畜産業が

主体の本町と大きく異なっております。

議員指摘の給食に取り入れることを念頭に

野菜の調査、研究、交流をするための職員派

遣については、本町の農業として新たな野菜

を生産する難しい課題を解決しなければなり

ません。

生産していない野菜を給食に取り入れるこ

とは困難であり、取り入れを念頭に置いて職

員を派遣することは考えておりません。

今後も地産地消や地元食材の利用促進を進

めてまいりますので、御理解を賜りますよう

お願い申し上げまして、田利議員の一般質問

に対する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

７番田利議員。

○７番（田利正文君） 私の通告書の文書の

書き方がまずくて、私の意図したことが伝

わっていないと、私自身思いました。

それで、改めて要約をして１点目と２点目

についてお聞きをしたいと思います。

なぜかというと、今の答弁を聞いています

と、既存の農家の方に新たな作物をつくって

くれというふうに当然見えますね、私の書い

た文章を読むと。それももちろんあるのです

けれども、それだけではなくて、次のことが

あるのです。全国給食甲子園では、食育を啓

発すること、それから地域の活性化に貢献し

たいというふうに明確に言っているのです。

それを受けて、足寄で高齢化の中で退職もし

くは離農された方の中で野菜栽培のノウハウ

を持った方ってたくさんいると思うのです。

実際に畑を借りたり、あるいは自分の畑で栽

培している人が実際におられます。

そういう人たちに、自分のためだけにでは

なくて、足寄の子供たちのために給食の食材

をつくってもらうことができないだろうかと

いうことなのです。それは、既存の農家の方

が新たに畑を分割してつくるというのではな

くて。遊休地もありますよね。旭町にも結構

遊休地ありますから、そういうところなんか

も活用して、それこそ、先ほど、髙橋健一議

員が言ったような地域の高齢者の方が生きが

いを持って自分の存在が社会で必要とされて

いるということが一番生きがいになると思う

のです。そんなことも含めてできないだろう

かというような思いがあったものですから。

大量でなくて結構だと思うのです。

まずは、３月のメニューも見せてもらいま

したけれども、そのメニューの中、例えば、

カレーライスがここにあると。カレーライス

の人参を、そうしたらこの小さなグループで

つくってもらったら、幾ら必要なのかという

ことがわかりますよね。それをつくってもら

えないかというところから始めてもいいので

はないかと、小さなところから、というふう

に考えているのです。そんなことをしなが

ら、できればその人たちで一つの小さなグ

ループみたいなものができないだろうかと。

簡単にいえば、足寄の給食を支える会でもい

いですよね。

何でもいいのですけれども、そんなふうに

して自分たちが、町長がよく言われる、子供

は足寄の宝物ですというふうに言っているわ

けですから、その子供たちに自分たちが貢献

をして食材を提供しているという自負を持っ

ていただくということにもつながるのではな

いのかというように思いがあるのです。
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そのことが、イコール、給食甲子園でいっ

ている地域の活性化ということにもなるので

はないか、もちろん経済効果ではないでしょ

うけれども、そういうこともあるのではない

のかという思いがありまして、そのことがで

きないだろうかというふうに思うのです。そ

のためには、栄養教諭やＪＡの職員の力がど

うしても必要だと思うのです。どこにどんな

方がいて、離農をされていて、このぐらいの

遊休地があって、そこにこれだけつくれるよ

というようなことは、僕らではわかりません

ので。

そんなことも含めて調べてもらえないかな

という意味のチームです。私が言いたかった

のは。そういう意味で、検討してもらえない

かということで答弁をお願いしたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（寺地 優君） ただいまの御質

問にお答えしたいと思いますが、まず、一定

量安定した量の供給されないと給食として献

立に組み込めないということは御理解いただ

きたいと思います。７００食を超えますの

で、一人に１０グラム使っても相当な量を供

給しなければいけないかなというふうに思っ

ています。

もう一つは、供給される食材でございます

ので、当然、食品衛生安全法に基づいたもの

で流通されなければいけないというのもあり

ます。

そういった意味では、個々人がつくられる

場合の例えば消毒等含めてでもどのようなも

のが消毒で使われているかというのは、やっ

ぱり食品衛生法に基づくものでございますか

ら、一定の基準を守っていただくということ

もマニュアル等もお願いしなければいけませ

んし、安定供給ということもありますので一

概に、お気持ちはわかりますが、個々人が趣

味をちょっと拡大したレベルでつくられた商

品をまとめて供給することは非常に難しいも

のかなというふうに考えています。

○議長（吉田敏男君） ７番田利議員。

○７番（田利正文君） 今の答弁ですけれど

も、素人ですからこんなふうな言い方したら

失礼ですけれども、余りにも格式ばっていな

いかという気がするのです。例えば、この前

の地震のときに食材が入ってこなくて給食セ

ンターの全く別の地域から軽トラックで持っ

てきてこれだけこれ使ってと無料で持ってく

るという場合、使えるわけですよね。その場

合は、今、次長の言われた規則なんかから全

部超えて使うわけですか。そういった使うと

きには衛生基準だとか。

だから、そういうこともあり得るのだか

ら、足寄でもできるのではないかと単純に

思ったわけなのです。そのために、僕ら素人

ではなくて、ＪＡ職員の方が必要だというの

はそこなのです。

つくってもらうのはいいけれども、つくる

ときにはこれだけの土壌調査だって必要で

しょうし、化学肥料はどんなふうにいるかっ

てことだって必要でしょうし、どうなってい

るかと点検だって必要でしょうから、だから

そこにプロの方がかかわってもらうというこ

とが必要だと思うのですね。そうすれば、で

きるのではないのかという思いがあるので

す。

つくるために何が必要かというふうに考え

てくれないと。できませんといったら何もで

きないと思うのです。そこで、もう一度お願

いします。

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。

○教育長（藤代和昭君） お答えいたしま

す。

地場産食材という、この地場産というのは

一般的には地元を指すと思うのです。我々通

称言うのは、地場産といったら足寄町であり

十勝であり北海道くらいまでは地場産と言っ

てもいいのかなと。

ただ、この学校給食法の中で言っている地

場産についてということについては、これは

やっぱり常識的に地元だと思うのですよね。

そういうことで、学校給食において地場産食

材をできるだけ多く使うということは、これ
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は本当に望ましい形だと思うのです。

給食のまずは安心安全の提供、さらには地

場産食材を子供たちに伝承していくと、地域

の食文化を伝承していく、このことはとりも

なおさず学校教育法の目標にもなっていま

す。

そして、いろいろな昨今の子供たちを取り

巻く状況をあれしたときに、食育という形の

中で大別すると、学校のそういう食育の部

分、それから給食の部分ということで、いわ

ゆる栄養教諭が配置になったと。

そういう中で、先ほど議員御指摘のそうい

うアイデアについては私も非常にグッドだな

と思っているのですが、現実の場面、給食と

して食材を提供するという場合については、

先ほど次長が言ったように、安全安心のほか

にやっぱり安定的な供給だとか、それから農

協を含めた生産者の特段の御理解、御協力を

この水面下できちんと話し合っていかなけれ

ばならないのですよね。

そんなことがありまして、なかなかコスト

の面だとか、それから気候・風土に伴った足

寄の地場産食材を学校給食に現状で安定的に

提供していくということについては、なかな

か厳しいものがあるなと。

ただ、趣旨からいって、食育の趣旨、それ

から地元の子供たちに地場産の安全な食材を

提供していくという、この趣旨については異

を唱える者なんて誰しもいないと思いますの

で、今後、今現在でも主にコストの面なので

すが、でき得る限りの範囲内で積極的に地場

産食材を提供するように努めていますが、今

後、先ほど議員がおっしゃった、そういう地

場産食材のさらなる例えば退職者等による、

この利活用によるそういう提供なんかも含め

てどんな方法があるのか検討する余地は十分

あるなというふうに考えておりますので、そ

の辺についての御理解をよろしく賜りますよ

うお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） ７番田利議員。

○７番（田利正文君） 教育長から検討する

余地はあると言われましたので、これ以上

ちょっと言わないことにします。

それで、私の思いでは、３点目のことなの

ですけれども、剣淵町のビバマルシェといっ

たでしょうか、軽トラックで地場産品を３０

０種だか４００種類の野菜をつくっていると

いう農家の若い人たちが行ってやっているら

しいのですけれども。

そこで交流するというのはなぜかといった

ら、例えば、栄養教諭の方がそこへ行ってそ

の野菜を見ますよね。見て、この野菜をぜひ

うちの学校で使ってみたいなと栄養教諭の方

が思ったとしますよね。そうしたら、それ現

地の人に、これ足寄でつくれるかいと言った

らつくれるよと言われればこれを持ってきて

つくってもらうと。さっき言ったグループの

中でですよ。別に既存の大きな農家ではなく

て、というところでつくってもらう。

だから、さっき私が言ったのは、ほんの３

月の二十何日の給食のときに使う材料だけを

供給するなんていうことができないのかと聞

いたのはそこなのです。

それでやってみてできれば、足寄の新しい

特産物としてできますよね。もちろん大規模

にではないですけれども。そんな思いがあっ

て。しかも、できれば栄養教諭が４年だって

いいますから、４年いる間にそういうグルー

プができるとしたらつくっていただいて、そ

してその中で次の栄養教諭のときにも引き渡

しできるというようなことができないだろう

かという思いがあるのです。

そうすれば、地場産と教育長言っていまし

た、地場産のものを使うことができますよ

ね。もちろん、教育長の言ったとおりに、

オールとかち、オール北海道ということも含

めて地場産で考えなければだめだとは思いま

すけれども、地元のものを使うというのは可

能だなという思いがありまして。

それについてはちょっとどうでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。

○教育長（藤代和昭君） お答えいたしま

す。

先ほども申し上げましたように、一番いい
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のは学校教育法の給食法の目標にもあります

けれども、その中の一つに、やっぱり生産、

流通、消費の過程を子供たちにきちんと教育

の中で営ませる、そういうのがありますから

理想的なことを言うと、足寄町で取れた品目

を全て学校給食で賄って、そのコスト面なん

かでもペイできるようにすると、これはやっ

ぱり理想的ですよね。そして、プラス、足り

ない部分を当然、自然条件や地理的条件が異

なりますから、足寄町で賄えない部分につい

てできるだけ足寄町の地場に近いところから

調達してああしてくると、これは本当に理想

に近いのですけれども。

そこには、現実にはなかなかいきなり理想

にはいかないと。先ほど言ったようなさまざ

まな要因が内包されておりますので。そこ

で、せめて少しでも前へ進めるという観点

で、例えば、栄養教諭さんや主任栄養教諭あ

たりを研修の意味を含めてそういうところへ

派遣して調査する、そういうことなんかも必

要なのかどうなのかということもやっぱり考

慮しなければならない。

同時に、やっぱり公金のあれですから、そ

のことが今足寄町の学校給食のそういうもの

を提供するときに必要なのかどうなのかとい

う、そういうこともやっぱり対価として捉え

ていかなければならないのだと。そういうこ

とで、総合的な形の中でやっていかなければ

ならないと。

いずれにしましても、やっぱり教育委員

会、給食センター、それから農協さん、生産

者あたりと何かそういう情報共有をして、そ

して少しでもこの学校給食を通して町の生産

者というのですかね、町というのは、子供た

ちの健康増進はもとより、そういうものに資

するようなそういう取り組みの糸口を見つけ

られればいいなと、そんなふうに考えていま

すので、御理解をよろしくお願いいたしま

す。

○議長（吉田敏男君） ７番田利議員。

○７番（田利正文君） わかりました。

食育という点で、今、教育長が言われた点

について、例えばの話ですよ、こだわらない

でほしいのですけれども、剣淵に行って物す

ごい野菜を見ますよね。栄養教諭の方が見

て、うわ、これすごいなと思って、これをそ

してうちの子供たちに食べさせたらこんな説

明をしたいと思いますよね。

なぜ、こういう食物ができて、どうやって

つくられたのかという、それやっぱり食育で

すよね。そんなことに使えるのかなと思った

ものがあったものですから、ちょっと聞いた

のです。終わります。

２点目ですけれども、教育委員会の方針の

中に、安全安心な給食の提供とあります。

もちろん、そのためには、食材そのものが

安全でなければだめですね。この前も刻みの

りが原因で食中毒があったなんてありました

けれども。結局は、今のところ、遺伝子組み

換えのもの、あるいは成長ホルモン剤、抗生

物質を使った食材、食品添加物を使ったもの

など、有害なものがたくさん出回っていると

思うのです。

そんな中で一つの事例を紹介して、後で教

育長の見解を伺いたいのですけれども、リン

ゴや米なんかでは化学肥料、農薬を全く使わ

ないで生産しているという生産者がいるとい

うことは、テレビ、その他でも報道されてい

るから御存じだと思うのですよね。今回、御

紹介したいのは、お茶なのです。４０年以上

前から農薬や化学肥料を一切使わないで安心

安全な有機栽培のお茶をつくっている茶園が

あるのです。

その方いわく、お茶の本質とは何かと考え

たときに、本来、農薬も化学肥料も全く必要

ないものだということに気付いたというので

す。それで、魚かすだとか鶏糞だとかという

ことも入れないというのです。それでどうす

るのかというと、その茶園があるところの地

域にある草木ですね、それを全部、笹も含め

て刈り取って、お茶の畝の間に敷き詰めるの

だそうです。それすることによって、茶園自

体がそれを分解していくと。だから、実際に

写真も見せてもらいましたけれども、１０年
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経つともうきれいになってしまうのですね。

土になるのです。そうなったところの茶壌か

ら初めてお茶を生産して商品として売るのだ

というふうに言っていましたけれども、そん

なことができて実際に茶園としての経営もな

り立っているのです。そこのところを学ぶ必

要があるのではないかなと思ったのです。

それともう一つ、この方は原点だというの

ですけれども、中国雲南省に２回行っている

のです。そこで本当に山の中なのですけれど

も、自然栽培のお茶と安い茶の山を見てきた

というのです。それを見て、改めて今自分の

やっているお茶のつくり方が間違っていない

ことに確信を持ったというのですけれども。

私なんかは全然知らないからあれなのですけ

れども、お茶の木が樹齢１００年超えるのが

ざらにあるというのです。高さ１０メートル

を超えるというのですね。その１０メートル

を超える木に登って茶摘みをするのだそうで

す。それが向こうの茶摘みだというのです。

日本では考えられないですよね。

そんなのがあって、現地に行って食事を呼

ばれたのだそうですけれども、現地の食事は

遠いところから食材をまず運ばない、それか

ら現地で取れたものだけで料理されたものだ

と、それからお茶も料理も透明度が高いとい

うか、食材同士の相性がよいというか、ピン

トが合っているというか、食べごたえがある

というか、何度も食べたくなるというか、言

葉では表現が難しい何とも言えないおいしさ

だったと言うのです。

こうやっていったから、だから給食の食材

を全て有機栽培でつくったものをつくれとい

う主張はするつもりは全くありませんよ。け

れども、食の安全安心という場合の考え方の

原点はここにあるのではないかという思い

が、私自身はあるのです。それで、教育長は

どうお考えかということでちょっとお聞きし

たいなと思ったのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育長。

○教育長（藤代和昭君） お答えいたしま

す。

人間ももともと自然の動物であり、まさに

歴史を振り返ってみたときに、農業なんてい

うのは自然の生業というか、成り立ちをその

ままできたと思うのです。そこにこの社会の

発展とともに産業の形成だとかそういうこと

でこういう今のような形になって、果たして

当初の本当に農業の最初の原点的な営みであ

る、そういう安全や安心ですかね、そういう

ものが少しずつ損なわれているということ

が、今我々の社会で警鐘を鳴らされているわ

けなのですが。

そういう意味で捉えると、先ほど議員おっ

しゃるとおり、その地域の中で循環ができ

る、全てのものがそうなのですけれども、そ

ういうのがやっぱり一番安全安心を保障する

ものであるのかなと、そんなふうに思ってい

ます。

現代社会がこんなように複雑多岐になりま

したし、それに伴う経済的な営みというもの

も、やはりまさに今グローバル化もしていま

すので、一層学校の給食提供についても安全

安心ということが以前にも増して求められて

いると。きっと給食は明治時代から始まった

と思うのですが、戦後、子供たちの健康増進

という観点で給食が果たしてきた役割は極め

て大きいと。

とりわけ、この子供たちの昨今の朝食抜き

だとか孤食だとか、そういう食生活の乱れを

見たときに、この給食の役割というのは一層

今重要視されているなと。

生活習慣病なんかもありますし、そういう

ときに少しでも給食の原点に戻った栄養補給

を伴った健康増進、そのためには安全安心な

給食の提供と、重複をしますけれども、地元

に近いものを提供していく。

その地元の近いものが今現在流通していな

ければ、それを先ほど言ったような関係者も

含めてみんなで知恵を絞っていくと、そんな

ことが大事なのかなと思っております。

ちょっと不確定要素的な部分もありますけ

れども、くんでいただければなと思っており

ますので御理解を賜りますようよろしくお願
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いいたします。

○議長（吉田敏男君） ７番田利議員。

○７番（田利正文君） 最後になります。

町長にお聞きしたいと思うのですけれど

も、文部科学省では、学校における食育の推

進、学校給食の充実、栄養教育の制度につい

ていろいろ定めています。

これ一々言うつもりはありませんけれど

も、栄養教諭が中心になって食の指導にかか

わると、全体計画をつくることによって学校

での指導体系なりそういうのがつくれるとい

うふうにも書いてあるのですけれども、通告

書の中に私書いたのですが、あえて１１年の

勝毎の記事を挙げたのは、最後にこうやって

ありますね。

ある町の教育関係者の話では、最終的な行

政のトップの考え方次第であるというふうに

書いてあったのですね。それを見て、なるほ

ど、俺もそう思うなという思いがありまし

て、それで町長にぜひその辺をお聞きしたい

と思うのです。

何かというと、給食に関する食育、地産地

消、地域の活性化ということについて、町長

のお考えを聞いて終わりにしたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

基本的に、学校給食に関して私も興味があ

りますし、関心もありますし、かねてからで

きるだけ地元で取れたものを活用できないか

と、こういうお話も前の教育長なんかともお

話をしたことがあります。

詳細については、先ほど教育長が答弁した

ことに尽きるわけでありますけれども、やっ

ぱりもうちょっとわかりやすく言いますと、

限られた予算の中で、しかも毎日子供に提供

しなくてはいけないということです。

ですから、本当に地元でジャガイモでも何

でも生産しているからつくればいいではない

かと私も簡単な気持ちで言ったのですけれど

も、これは毎日同じものを提供するわけには

いかないということです。

ですから、これはもう栄養教諭が本当に毎

日毎日の献立を考えて、この日は何で、そう

いうメニューにした場合についてはいろいろ

な野菜、玉ねぎだろうが人参だろうが一体ど

れぐらいの量がいるのかという、こういうこ

とですよね。そうすると、それを本当に、で

は生産者の方と一件一件とこうやって交渉で

きるのですかといったら、これはもう現実的

に難しいときもあって。

これはやっぱり、たしかこれからの新年度

予算は審議いただきますけれども、私のあれ

では恐らく賄い材料費だけでも２,６００万

円ぐらいの計上をしているというふうに思う

のですけれども。

これが毎日毎日細分化されるわけですか

ら、これはなかなか自分が議員もおっしゃっ

ている、簡単なことだろうと思うけれども、

これはなかなかいろいろなことも含めて難し

いことだなというふうに思います。

議員の言っている趣旨というのは、私も同

感であります。ただ、限られた予算だという

こともあるということでございますのでござ

いますので、ここで言っている、新聞に書い

てあった首長のあれで何とでもなるみたい

な、これなかなか合っている面もあります

し、何を意図してそういうことを言っている

のかというのもよくわかりませんけれども。

ですから、これは教育委員会の現場とも相

談をしながら今現在、私どもでは学校給食費

実質無償化ということで、そういう政策も取

り組んでおります。

ただ、これも根底は学校給食法に基づくそ

ういう枠組みの中で全て私の考えで地元の食

材だけで何ぼお金かかってもいいよと、こう

いうことではないということもあわせてある

のだということで御理解いただきたいなとい

うふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） これにて、７番田利

正文君の一般質問を終えます。

ここで、暫時休憩をいたします。
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１０分間休憩をいたします。

１１時２０分まで休憩をいたします。

午前１１時１０分 休憩

午前１１時２０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

４番 木村明雄君。

（４番木村明雄君 登壇）

○４番（木村明雄君） それでは、議席番号

４番。議長のお許しをいただきましたので、

新エネルギー推進について一般質問をさせて

いただきます。

我が町足寄町におきまして、いよいよ地域

環境・経済の振興を目指し、芽登地区にふん

尿処理施設建設、農家戸数３戸、成牛換算で

約１,０００頭、処理量年間２万５,０００ト

ンを計画し、整備支援事業５億円を計上し、

管理運営するとの行政報告がありましたが、

下記について質問をいたします。

１、バイオガスプラントの経済効果につい

て伺いたい。

２、規模的に大きな事業と考えますが、大

きな事業の割にはこの地域で３戸の酪農家と

あります。

そのほかに希望者はなかったのか、また、

後から参入希望があれば参加できるものなの

か伺いたいと思います。

３、消化液還元について、酪農・畑作、希

望者があれば、希望者でありますが、年間生

産量、距離範囲、車両輸送関係、料金等を伺

いたいと思います。

４、現在、町内のごみ問題が深刻化してい

る中で、町内の生活生ごみをこのプラントで

受け入れることができるのか、これについて

も伺いたいと思います。

５、これから芽登地区に新設されるバイオ

ガスプラントは基本的にメタンガスを製造し

燃焼させ温水をつくる、またはメタンガスを

エンジンシリンダーへ送り込み燃焼させ動力

源にかえ発電機を回し発電をする、この足寄

のプラント計画はここまでなのかと考えるわ

けです。

一方、現在、鹿追町で始まりましたプラン

ト施設はバイオガスメタンを濃縮・精製し、

水素を製造するものであります。

水素は、タンクに貯蔵が可能でどこにでも

移動させることができ、水素自動車、燃料電

池自動車、燃料電池フォークリフトまたはト

ラクター、水素燃料電池発電、これらさまざ

まな広い用途に使用されると言われておりま

す。

私の提案でありますが、せっかくこのよう

な大規模な事業として進むのであれば、当

然、メタンガスから発電するとともに、これ

から大きく需要の伸びる水素を製造すること

も将来に向け前向きに進める必要があると考

えますが、これについても所見を伺いたい。

６、このプラントの主な収入源は、発電を

した電気を売電することにあると考えます

が、維持管理、さまざまな問題も予想される

と思います。

計画的に、機動運営し何年経過したならも

とが取れるものなのか、これも伺いたいと思

います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 木村議員の新エネ

ルギー利用の推進についての一般質問にお答

えをいたします。

１点目のバイオガスプラントの経済効果に

ついての御質問ですが、農業的側面として、

ふん尿処理にかかる生産者の負担軽減による

繁殖成績の向上及び生乳生産量の増加が挙げ

られます。

さらに、ふん尿処理後に発生する液肥は化

学肥料のかわりに有効な肥料として牧草地等

に適切に還元し粗飼料の収量増加、また、耕

種農家での化学肥料の低減と地力増進が図ら

れます。

ほかには、分解処理の行程から固液分離処

理された固形分を乾燥させ再生敷料として活

用することができます。

次に、エネルギーや地球温暖化防止の面と

して、発酵処理の過程で得られたメタンガス

を活用し発電することで一部をプラントに必
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要となる自給電力として利用でき、大部分を

占める余剰電力は固定価格買収制度によって

売電できます。

これにより、エネルギーを生産し収入を得

るエネルギー産業としての価値と雇用機会の

創出が図られ、大きな経済効果が期待されま

す。

さらに、間接的な効果といたしましては、

芽登市街地周辺の悪臭防止、水質汚濁防止等

の環境対策としての役割を担うこととなりま

す。

次に、２点目のこの事業において３戸の酪

農家以外の希望者はいなかったのか、また、

今後参加はできるのかという御質問について

ですが、建設に当たり、地域の皆さんと協

議・検討を進めてきた結果として、年間を通

じた常時受け入れの対象として、芽登地区周

辺のフリーストールの酪農家３戸となりまし

たが、期間や量を調整した上でつなぎ飼い畜

産農家からの受け入れも可能な施設としてお

ります。

３点目の消化液還元について年間生産量、

距離範囲、車両輸送関係、料金についての御

質問ですが、消化液の年間生産量は約２万

６,０００トンとなっています。距離範囲に

ついては、撒布作業が限られた期間に効率的

に行う必要があることから、中間貯留槽を設

置する計画であり、おおむね半径２０キロ

メートルの距離範囲となっております。輸送

車両については、１０トン積みのバキューム

ローリーで輸送いたします。また、消化液の

料金については、現在、輸送・撒布含めて１

トン当たり１,２００円と想定しておりま

す。

４点目の町内の生活生ごみをプラントで受

け入れることができるのかという御質問です

が、一般家庭からの生ごみはメタン発酵の原

料として有効に利用できる可能性を持ってお

りますが、今後のごみ処理体制について、関

係機関と協議、検討を進めてまいります。

５点目のバイオガス発電までの計画となっ

ているが将来性が見込まれている水素製造も

視野に入れた取り組みを検討すべきではない

かとの御質問ですが、メタンガスは天然ガ

ス、都市ガスの主成分であり、水素の原料と

することも技術的には可能でありますが、将

来的にはそれらと融合した利用の可能性はあ

ると認識をしております。しかし、水素に関

しては、まだ経済的に十分普及する段階に

至っておりませんので、現在のところ、メタ

ンガスを必要以上に改質することは考えてお

りません。まずは、発電に伴う排熱の有効利

用策としてハウス栽培等の暖房用熱利用など

を検討しております。

６点目のプラントの運営管理を計画的に

行った場合、何年経過すれば、もとが取れる

のかという御質問ですが、事業の経営計画の

収支においては建築物等の減価償却費やメン

テナンス費など変動経費が年によって変化す

ることから、単年度収支では赤字になること

も想定しておりますが、２０年間の総合収支

とキャッシュフローでは剰余金を持てる経営

体となる予定となっております。

足寄町といたしましても、このバイオガス

プラント建設が本町の基幹産業を継続・発展

させる重要な施設になると考えておりますの

で、御理解を賜りますようお願い申し上げ、

木村議員の一般質問に対する答弁とさせてい

ただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

４番木村議員。

○４番（木村明雄君） それでは、再質問を

いたします。

この新エネルギーの推進についての質問

は、相当大きな事業でありますので、最初の

通告書と再質問が多少重複する点があろうか

と考えますが、御理解をいただきたいと思い

ます。

それでは、質問をいたします。

経済効果についてですが、これについて

は、町長の行政報告がありましたので、２番

から進めたいと思います。

この２番の酪農地帯の芽登地域にあって

は、３戸の希望とありますが、余りにも希望
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者が少ないのではないかと考えます。

ここで、参考までにお伺いをいたします。

３戸の農家で１,０００頭とありますが、こ

の芽登地域に相対的に酪農家が何戸あり、総

頭数はどれほどなのか、これについてお伺い

をしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 今の直ぐには出ませ

ん。

○４番（木村明雄君） はい、わかりまし

た。

これについてはすぐ出ないということで、

後からお聞きをしたいと思います。

では、プラントの参画についてであります

が、本来ならば、１０戸または１５戸と構成

員が参画し営農するのが理想ではないかと私

は考えますが、芽登地区それぞれがプラント

建設参入について現在、環境、立地条件、気

象条件、さまざまな条件のもとに参入を迷い

ためらう人がおるとするならば、これから後

から参入することができるものなのか、そし

てまた１,０００頭規模といわれております

が、どのくらいの余裕があるのか、これにつ

いてお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

まず、このバイオガスプラント、実は計画

を始めてから２年余り経過しております。

当初、検討したのは、議員仰せのとおり、

地区の皆さん方が１戸でも多く参加できるも

のなのかどうなのか。

具体的に私が報告を受けているところでい

きますと、１２戸の酪農家の皆さん方といろ

いろな相談をしてきたということでありま

す。その中で、一番の問題は、このバイオガ

スプラント、実は原料となるもの、これが通

常のつなぎの酪農家のところでいきますと、

敷料に麦稈を使っていたりいろいろな敷料を

使っているわけであります。

そこで、当然これを原料としてメタン発酵

していくわけでありますけれども、その中

で、設備の中で、やはり麦稈等が入ればやっ

ぱり設備等に支障を来すという事例も見受け

られると。

十勝でいきますと、先進地は鹿追町あるい

は士幌町ということでありますけれども、と

りわけ鹿追の事例を参考にさせていただいた

というふうに聞いていますけれども、やっぱ

り敷料によってはやっぱりトラブルの原因に

もなるというようなことであります。

当然、規模は１,０００頭規模ということ

でありますけれども、当然、つなぎの酪農家

の皆さんの原料も引き受けをしたいという、

そういう意向も持っております。それには

やっぱり敷料に何を使っていただくかという

ことであります。

ですから、先ほども最初の答弁にもお答え

いしたとおり、固液分離をして、これをちゃ

んとしっかり乾燥させていきますと、先進事

例もあるのですけれども、すばらしい再生敷

料ができるということなのです。

ですから、これはもちろん再生敷料をただ

で提供するということにはなりませんけれど

も、積極的に舎飼の酪農家の皆さん方にはそ

ういう再生敷料を利用していただいてふん尿

を出していただければ、これはもう全然支障

がないというふうに思っていますので。

これはもうこれから先に向けてのいろいろ

な取り組みが出てくるのだろうというふうに

思っています。

それから、では、受け入れのところでどの

ぐらいの余裕があるのだと、これは一口には

言えませんけれども、当然、受け入れするふ

ん尿の量等々も含めてありますけれども、一

定の頭数については調整をすることによって

受け入れ可能だというふうに私は聞いており

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） 今、ある程度受け入

れは可能だということなわけなのですけれど

も、私が本当に聞きたかったのはやはり１戸

も２戸も後から入れるだけの余裕があるのか

なと、そんな気がしたものですから。
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というのは、今これ新しくやはり始まると

いうことになれば、誰もがやはりちゅうちょ

するというか、慎重になるということがある

のではないかと私は思うわけなのです。

それでは、次に質問をいたします。

消化液還元についてでありますが、問題は

畑作・酪農希望者が多いか少ないかによるも

のと考えます。

まずは、重量、トン当たりの料金設定、こ

れ先ほどちょっと出ておりましたけれども、

消化液金額、それから輸送料金額、それらが

高価格であれば、消化液を使いたくても使え

ない状況下になるおそれがあります。それ

と、輸送距離、これ先ほど２０キロと言いま

したけれども、これができれば本当に畑作の

場合であれば、これは大変やはり肥料として

いいものだなと、そんなふうに思うわけなの

ですよね。

そこで、やはりできることであれば大誉地

方面、それからまた上螺湾、それから螺湾方

面、それらに輸送できるものなのかどうなの

か、それらについてもお伺いをしたいと思い

ます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 消化液の利用な

のですけれども、先ほど、木村議員もおっ

しゃっていたのですけれども、この金額設定

については現在もまだ試算中でありますけれ

ども。

遠方というか、大誉地、螺湾方向というこ

ともあると思うのですけれども、現状の中で

今計画していることなのですけれども、芽登

周辺、今３戸で行われている方々の牧草地、

それと部分的には今検討されているのですけ

れども、畑作という観点から郊南地区という

限定にはならないのですけれども、そういっ

たところで中間貯留槽、これを設けて今後活

用できないかという形で計画しております。

その中で、農協の地区懇の中からの情報か

らもお聞きしている中では、今後の畑作利用

に伴う消化液の還元、これについても現状で

いきますと、先ほど木村議員がおっしゃって

いるように、まだまだ浸透度ということにつ

いてはちょっと薄いのかなと。

今後、その消化液の利用の効果、こういう

ものを検証していきながらきちんとした活用

を取り込めないかということも検討しながら

進めていきたいと。現状の中の大誉地とか螺

湾方向、これについては、やっぱり相当距離

も遠くなるということからも、そこの部落と

いうか地域については消化液ということもあ

ると思うのですけれども、堆肥の利用だとか

そういったことで還元していくのではないか

という考えでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） わかりました。

それでは、次の質問をしたいと思います。

現在、町内のごみ問題が深刻化しておりま

す。この３０年には帯広へ計画があります

が、早急に考えなければならない問題と考え

ております。

そこで、足寄町市街の生活ごみ、生活生ご

みですか、だけでも芽登プラントへ受け入れ

をすれば距離的にも時間的にも、そして経済

的にも大きなメリットがあるものと考えます

が、そこで帯広市へ持っていくのか、芽登プ

ラントとどちらが経費節減、そしてまた合理

化になるのか、比較計算もしくは試算をして

いるのか、その辺についてお伺いをしたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

これはバイオガスプラント、事業主体は農

協さんで建てるといことでありますけれど

も、今議員仰せのとおり、足寄町が今生ごみ

の処理というのは３町でやっています、ク

リーンセンターに埋め立て処理をしているわ

けであります。

この処分場が３０年度でいっぱいとなりま

すから、基本は３町とも十勝の環境保護事務

組合、そちらのほうに参加をさせていただく

こととしております。
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持ち込むごみのうち、生ごみをこのプラン

トで処理できないかというのは、これは当然

相談をさせていただいております。純粋な生

ごみであれば、それを入れることによって、

むしろガスの発生が効率が上がるという、こ

ういう情報もいただいております。これは、

先ほども申し上げましたけれども、鹿追の先

進事例もいろいろ聞いているわけであります

けれども。

そこで、問題は、生ごみに異物がどうして

も混入されているということなのです。純粋

な生ごみだけではなくて。

そうすると、これをどう選別をするのか、

ここなのです、問題は。当然、今現在、事前

に取り除く方法等々も含めて相談をさせてい

ただいているところであります。仮に、それ

を選別する施設が必要だということになれ

ば、当然そこにお金がかかるわけですから。

私どもとしては、何ぼお金かかってもいい

からそこに持っていくよという、こういう立

場にはなかなかなれませんから、わかりやす

く言いますと、今現在も処理費がかかってい

ます。これを生ごみの分を帯広まで運ぶのに

一体何ぼかかるのか。乱暴な言い方をすれ

ば、同額かもしくはそれよりも安くなれば私

どもとしてはメリットがありますから搬入し

たい、もっと言えば、プラント側もその生ご

みが入れば、当然、有料で処理していただく

ことになりますから、これは運営経費の一助

にもなるのかなと、そんな思いもしておりま

す。

当然、相談はしていますけれども、まだ細

部について、先ほど申し上げた何点かの問題

もありますから、まだ結論には至っていませ

ん。その可能性については、これからも追求

をしていきたいなと、こんなふうに思ってい

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） これ、やはり理想と

すれば、この生ごみについては帯広の遠くま

で金をかけて持っていくよりも、これは私の

素人考えなのかもしれないけれども、そうい

うふうにしたほうがいいのかなと、そういう

ふうに思っていたところでございます。

それでは、次の質問をいたします。

これから芽登地区に新設されるプラント

は、基本的にメタンガス製造プラントだと考

えます。５億円を投じ、総事業費、これ１０

億円もしくは１３億円とも聞いております。

ここで、改めてもう一度お伺いをいたしま

す。

この芽登プラント事業は、それ相応の装置

がついていないがために、メタンガスから水

素は製造できないというものなのか、この辺

についてお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 計画しておりま

す。このバイオガスプラントにつきまして

は、主にスラリー状のふん尿を発酵させて堆

肥処理をするということであります。その過

程の中で出てくるこのガスを燃焼させて、そ

して発電をすると。当然、これ施設にも相当

の莫大な金がかかるわけでありますから、こ

れは運営をしていって減価償却をして、これ

は相当な負担になるわけでありますから、こ

れが国が数年前にできましたフィット制度、

電気の買い取り制度、これができたことに

よって、発電をすることによって自分のとこ

ろで使う電力余りますから、これをフィッ

ト、すなわち北海道でいけば北電さんに買っ

てもらうということであります。買い取り単

価は３９円です。それでプラント運営を十分

にできるという、そういうめども立ったとい

うことで農協さんとしても踏み切ったという

ことであります。

次に、水素の関係でありますけれども、こ

のバイオガスプラントから水素を取り出して

というのは、まだまだ試験が始まったばっか

りということであります。これも先進地であ

ります鹿追町のバイオガスプラントで、これ

は環境省の補助をいただいて、これはいろい

ろ大学を含めていろいろな研究機関がこぞっ

てそこに鹿追町のプラントのところで水素を
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精製して活用できないかという、こういう試

験が始まったばかりということであります。

ですから、最初の答弁でも触れたとおり、

ではうまく水素ができましたと、ではこれを

どこに供給するのですかというのはまだまだ

これから先の話でありますから、これはこの

予定しています芽登のプラントではそこまで

の考え方は持っておりません。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） 私は、この水素、何

にでも幅広く適用する水素、これは大きく需

要の伸びる高度な水素を製造する必要がある

と、これから先に向けて、そう思っていると

ころであります。

現在の計画規模でメタンガスから圧縮精製

し、そして水素を製造するには、今テストだ

という、これ鹿追町もテストなのかな。その

ようなことで、テストをしているということ

なわけなのだけれども、これはやはり今まで

メタンガスではだめだと私は思うわけなので

す。

やはり、これから先に向けて進むのであれ

ば、このメタンガスからやはり水素を取り出

して、そして幅広い形の中で金にするという

ことを考えていかなければならないと思うわ

けなのです。

それで、これわかるかわからないか、

ちょっとわからないけれども、これ生成機が

きっと必要なのだと思うのです。そこで、こ

の生成機というものは、どれほどの差額とし

てかかるものなのかお伺いをしたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） その関係について

は、まだ調査できておりません。

○４番（木村明雄君） はい、そうしたら、

次の質問をいたします。

ここで、鹿追町、先ほど町長が２回も３回

も鹿追町と言っていましたけれども、私も鹿

追町についてちょっと調べてみました。

この鹿追町のバイオガスプラントの話にな

りますが、鹿追町は構成員、酪農家が１２

戸、技術管理者が１名、嘱託職員が４名、そ

して２０１５年度地域連携低炭素水素技術実

証事業を施行して今日に至っております。

参画会社は鹿島建設株式会社、２番がエ

ア・ウォーター株式会社、これについては足

寄農機具メーカー日農機製工グループ連携と

あります。それから、３、これは日鉄重金パ

イプライン＆エンジニアリング株式会社、四

つ目がエアープロダクツジャパン株式会社

と。これで、我が国の大手エネルギーメー

カーが４社協賛協力、そしてアドバイスをし

ながら進んでおるところでございます。

一方、我が足寄町の芽登地区にこれからバ

イオガスプラント建設をするわけであります

が、絶対に失敗は許されないわけでありま

す。

歴史のある信頼の置ける大手企業会社に加

わってもらう、またはアドバイスを受けなが

ら進むことが何よりも失敗のない進め方だと

私は考えるわけでありますが、これについて

足寄はどうなのか、この辺についてもお伺い

をしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

今の議員が言われた会社名は、いわゆる水

素の関係で加わっている関係機関あるいは会

社であります。

バイオガスプラントにつきましては、国内

に何社かのメーカーがあります。町としての

かかわりというのは、御案内のとおり、協力

隊員を１名専門に当たらせているというよう

なことで、農協さんと十分連携をしながら

やっているということでございます。これ

は、これまで実績を重ねてきているバイオガ

スプラントメーカーさんといろいろな下打ち

わせをしながら間違いのないプラントをつく

るべく協議、検討を進めているということ

で、私は報告を受けておりますので、その点

は心配ないかなというふうに思っておりま

す。

以上でございます。



― 24―

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） 私はこれだけのやは

り大きな事業を起こすということであれば、

やはり先進的な技術を取り入れた形の中で足

寄町も進んでもらいたいものだなと、そんな

ふうに思うところであります。

そしてまた、私どうしてなのか水素に随分

こだわっているなというそんな気がするわけ

なのですけれども、近年このバイオ技術が日

増しに急速に進歩している今日であります。

今から１０年ほど前は、農家のふん尿処理プ

ラントが水素を製造するということは到底誰

もが考えられないことでありました。

足寄は計画どおり、メタンをつくる、今の

ところなのかもれないけれどもね、メタンし

かつくれないプラントを建設するわけです

が、これから何年か稼働運営をした後に必要

に応じて水素製造プラントに移行することが

あろうかと私は考えるわけですが、まずはそ

れから何年か経っての移行に当たってどの程

度の、これ二重に予算がかかるような、そん

な気がするわけなのだけれども、それについ

てもどの程度の今までメタンを製造していた

のだけれども、これから水素にしたいといっ

たときに、これ先ほどもちょっと言ったかも

しれないですけれどもね、この差額というの

はどれほどなのかちょっとお伺いをしたいな

と、そんなふうに思っていたところでありま

す。

それと、もしそういうふうに足寄町が移行

していくということになったときには、補助

金が見込めるものなのかどうなのか、その辺

についてもお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） ちょっと時間が過ぎ

ましたので、余った質疑については、あした

に回してください。

それでは、これで４番木村明雄君の一般質

疑をこの場は一応終了をさせていただきま

す。

ここで、暫時休憩をいたします。

昼食のため、１時まで休憩をいたします。

午前１１時５４分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

一般質問を続行をいたします。

２番 榊原深雪君。

（２番榊原深雪君 登壇）

○２番（榊原深雪君） 議長のお許しをいた

だきましたので、一般通告書に基づきまして

一般質問をさせていただきます。

健康寿命の延伸の取り組みについて。

超高齢社会に向けて、高齢者が健康で生き

生きと安心して住みなれた地域で暮らし続け

ていきたいと思われるのは当然のことと思い

ます。

介護を必要としない健康な高齢者が老人憩

いの家やむすびれっじに徒歩やコミバスの利

用や自家用車など、あらゆる交通手段で利用

者が多数集います。

婦人ボランティアによるひとり暮らし高齢

者への給食サービスや、老人クラブの各部会

活動、文化サークル活動や趣味の会の利用な

ど、高齢者の活動拠点となっています。

集まった方々は、こういった施設があるの

はうれしい、健康で仕事や家庭のことで今ま

で頑張ってきた自分に御褒美として毎日を楽

しく仲間と過ごせる場所があることはありが

たいと感謝の声が聞かれています。

現在注目されている健康寿命について、足

寄町の取り組みと考え方について伺います。

１、健康寿命が延びれば、医療費や介護費

の削減につながります。

長生きするには、人生を終えるまで健康上

の問題で普段の生活が制限されることなく生

活できることが大切です。

団塊の世代が後期高齢者になる２０２５年

に向けてのお考えをお聞きします。

２、今後の高齢者交流施設の充実に向けて

の環境整備の計画について伺います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 榊原議員の健康寿

命の延伸の取り組みについての一般質問にお

答えをいたします。
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１点目の団塊の世代が後期高齢者になる２

０２５年に向けての健康寿命延伸に関する考

えについては、厚生労働省が公表している最

新データは平成２２年のものになりますが、

全国平均寿命は男性が７９.５５歳、女性が

８６.３歳となっている一方で、健康寿命は

男性が７０.４２歳、女性が７３.６２歳と

なっており、その差が日常的、継続的な医療

や介護に依存した状態で過ごされる年数と

なっております。

まず、健康寿命を延伸するためには、脳血

管疾患、心疾患などの生活習慣病予防が非常

に重要であり、年代を問わず、よりよい生活

習慣を身につけて改善を行う必要があると考

えております。

そのために、妊産婦への健康づくりの指

導、助言から始まり、乳幼児健診での指導、

保育園や学童保育所での食育を含む健康教育

等を実施し、成人になる前からの生活習慣病

予防対策の学習機会を設けるようにしており

ます。

成人においては、特定健診や後期高齢者健

診等を通しての生活習慣改善指導や健康づく

りの指導、助言に取り組んでいるところで、

まずは受診していただけるよう勧奨に力を入

れております。

平成２９年度から小中学生の希望者を対象

に、健診の機会を設けて生活習慣病の早期発

見、早期治療のための取り組みを始めるほ

か、医療機関と連携して透析治療に至らない

ように糖尿病の悪化防止対策を進め、健康寿

命の延伸、医療費の抑制を目指すこととして

おります。

また、高齢になった場合には、各種介護予

防教室や生きがいづくり等にも取り組んでい

ただけるよう各寿の家での生きがいデイサー

ビス事業や高齢者等複合施設での地域交流事

業、教育委員会での体育事業や高齢者学級事

業などを行っているほか、老人クラブ活動に

おいて介護予防事業等の実施もしているとこ

ろであります。

８０歳を超えると要介護認定率が約３割に

急上昇するとの分析がされており、団塊の世

代の方々が２０２５年以降に重度な要介護状

態にならないように予防あるいは軽度な状態

で維持していただくことで御本人の望む地域

での生活を送ることができるほか、介護サー

ビスの必要量を抑えることができれば介護費

用、介護保険料の上昇を抑えることができる

ものと考えております。

健康づくりや介護予防については、継続的

に啓発・普及活動等を行っておりますが、町

民の皆様の健康維持増進を図るため、引き続

き幼児から高齢者までの健康づくり、介護予

防事業を進めてまいります。

２点目の今後の高齢者交流施設の充実に向

けての環境整備の計画についての御質問にお

答えをいたします。

まず、ハード面の整備についてですが、高

齢者が介護予防等を行う施設の長寿命化を図

るため、計画的な改修等を予定しているとこ

ろです。

平成２９年度予算において、老人憩いの家

修繕事業として集会室の床改修工事を計上し

ているほか、総合計画において平成３０年度

から各寿の家の屋根塗装等を年次的に進める

予定をしており、市街地だけでなく各地域で

も老人クラブ活動や生きがいデイサービスな

どの介護予防活動を継続できるよう施設の改

修や備品等の計画的な更新等を図ってまいり

ます。

次に、ソフト面についてですが、現在実施

している各種介護予防事業等を継続するとと

もに、効果があらわれている先進地町村の取

組について研究し、新たな事業の実施につい

て検討してまいりますので、御理解を賜りま

すようお願い申し上げ、榊原議員の一般質問

に対する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

２番榊原議員。

○２番（榊原深雪君） 先ほど、髙橋健一議

員の答弁にもありましたけれども、２０１７

年度末までには要支援者対象の予防給付から

通所介護と訪問介護は介護保険のサービスか
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ら外れ、市町村事業に移行になります。

そこで、介護予防によって健康寿命を延ば

し、介護をできるだけ受けずに済むようにで

きるかどうかは、各市町村の取り組みにか

かっています。

先ほどの町長からの答弁にもありましたよ

うに、福祉課サイドでは本当に懸命に高齢者

の予防対策にも骨を折っていただいているこ

とは承知しております。

そこで、２０２０年には足寄町の高齢者の

人口を見ますと、２,７５６人と見通しされ

ていまして４０.１％になるのです。ますま

す大変になってくるのではないかなと思って

います。それで、世界でもこの高齢、平均寿

命が日本が１番、そして健康寿命も世界で１

番ということになっています。そして、ほか

の国の平均寿命が６０歳前後となっていま

す。男女ともに。

だから、日本ではそれだけ高齢者の方が多

いということは、やはり介護医療に負担がか

かるという見通しもなります。

でも、現在、足寄町の高齢者の方を見てみ

ますと、もう１日が２４時間では足りないよ

うに活動的な方もいらっしゃいます。

そして、もう本当に御夫婦で健康であれば

本当に楽しく家にいることが少ないよなんて

いうぐらい活動的に活発に過ごされておりま

す。

そこで、先ほど、答弁にもありましたけれ

ども、介護認定率が足寄町では３割を今後超

えるかもしれないです。日本全国で３割を超

えるかもしれないというところがありました

けれども、和光市では介護認定率が１８.２

％を９.４％に下げたということです。そう

いうことができるという事例があります。

それにはやはり、先ほど答弁にもございま

したように、予防治療が大切だなということ

が実感したわけであります。それには、やっ

ぱり保険者と高齢者自身の努力により低水準

に抑えているのではないかなと思っていま

す。そして、介護保険料も平均基準の５,７

５０円、足寄町はありますけれども、保険料

は。それより１,０００円以下にその町の先

進地では１,０００円以下、１,３００円程度

抑えることができたという事例もありますの

で、今後ともに予防治療のほうで力を入れて

いっていただきたいなと思ってこの質問に

至ったわけであります。

それで、国保加入者で４０歳から７４歳ま

での方を対象にした特定健診、特定健康指導

などを特に行われていると思いますけれど

も、この事業の成果と受診率の成果をどのよ

うに分析されていると思いますか。

今後の効果的な対策や改善策などをお聞か

せ願いたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 特定健診につき

ましては、いわゆるメタボの方等を中心に対

応をしているところで、受診率につきまして

は、昨年の例でいえば北海道は２５％ぐらい

なのですけれども、足寄町でいえば５９ぐら

いの受診率になっておりまして、そのうち特

定保健指導ということで指導されている方が

１３％という形で少しずつ浸透をして効果も

上がっているところでございます。

それで、いわゆる生活習慣病をいかに改善

していくかということで、地道によくある喫

煙ですとか運動不足ですとか飲酒、これらの

部分の原因とその効果というのもきちんと科

学的にその対象者の方にお知らせして受診に

つなげるという形で徐々に浸透をしておりま

して、これら生活習慣病による疾患で長期に

入院されたり、高額医療かかる部分を若干で

も抑えられればというところが今の国の流れ

でございます。

それで、健康寿命といわゆる寿命との差を

少しでも縮めて医療費、介護費を削減するの

が国のテーマでございまして、先ほどの髙橋

議員のお話にもあるように、医療の部分では

やはり医療、医師または専門の方の指導等を

仰ぎながらできるだけ慢性的な医療において

は病院ではなくて家に帰ってきていただい

て、その地域で過ごしていただけるような形

ということで医療費の削減とともに家族のい
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るところ、地域で過ごすことができるように

進めているというところでございます。

やはり不健康な方が病院へ向かうというの

は、やはりきっかけがなくてはだめだという

ところで、粘り強く保健師のほうから今の病

院にかかっている原因はこうですよというの

をやさしく教えて、まずはかかっていただく

ということで少しずつ進めているというとこ

ろでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番榊原議員。

○２番（榊原深雪君） 今の特定健診の報告

をお聞きしましたけれども、この５年間の数

値を見ますと、受診されている方が多くなっ

ているし、よい結果が出ていると見ていま

す。

その中で、分析していただきたいのは、男

性と女性がどれぐらいの比率で受けられてい

るかということとか、もっと細かくもっと分

析していただいて、国の方針では２０２０年

にこの平均寿命と健康寿命を一歳縮めるとい

うことが目標にしています。

そこで、老人ホームなども見ますと、女性

の方がやはり入所されている方が多く見られ

て、男性のほうがやはり少ないのです。それ

だけ、平均寿命は長くても女性が床に伏せて

施設でお世話になるというところが多いと見

受けられます。

そこで、一人でも多くの方が施設にお世話

にならないでやはり健康で過ごせるような仕

組みということをしていただくには、やはり

女性の比率とかも調べていただいて、何がこ

の特定健診の健診科目に入れたらいいかとい

うことも考えていただきたいなと思うのです

けれども。

以前に、男性の前立腺がんの検査も項目に

入れていただいたことがあります。女性は、

やはり骨粗鬆症とかが原因でやはり長く入院

せざるを得ない、それが原因でやはりちょっ

と認知症のほうにもかかってしまったという

事例もありますので、そういう骨粗鬆症の健

診項目をふやすとかというお考えはないかど

うかお聞かせいただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） データの分析に

つきましては、国保の受診データ、いわゆる

レセプトのデータですとか、その他特定健診

での実績などでかなり細かく国保データベー

スシステムというものもございまして、分析

は国保の部分ではできていると思うのです。

それをどう生かすかという部分がこれから

の課題でございまして、データとしては足寄

町の分母というのが小さいのでなかなか国の

傾向と見比べてこの傾向があるというのが

はっきりわかるものとわからないものがあり

ます。

例えば、骨粗鬆症でございますが、これは

やはり今ここで行政的な立場からやります

と、やりませんと、お答えがちょっとできな

いのですが、医学的な部分で医師、福祉課に

いる保健師とともに、まず対象となる方々が

どれぐらいいるか、早期で発見できる仕組み

ですとかをどのようにつくるか、どのように

行っていただくかという部分とかさまざまな

角度から検討をして前向きに進めたいと思い

ます。

ちょっと新年度でいえば、乳がんのための

ＰＥＴ健診ですとか、集団検診でやっていた

胃がん健診を、まず契約を進めているところ

ですけれども、帯広市内で行きたいときに行

きたい病院で健診をしていただくというよう

な形で健診のほうでも広くやれるような形で

どんどん進めていますので、御理解いただき

たいと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番榊原議員。

○２番（榊原深雪君） 先ほど、町長からの

答弁もありましたように、妊産婦さんからや

はり幼少期、そして高齢者に至るまでのやは

り予防を目的とした考え方というのは賛同で

きるところでございます。

そして、日本の死因の第１位はがん、２位

は心疾患、３位は肺炎になっています。やは

り特定健診というものがいかに大切かという
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こともこの病気の原因というのも早期発見と

いうことがやはり大切なのではないかなと

思っています。

そして、肺炎ですが、やはり誤嚥性肺炎と

いうことでやっぱり高齢者の方は自分の力で

食事ができるというのがやはり最後まで望ん

でおります。

そういうところで、むすびれっじさんのと

ころでもあいうえお体操とか、歯医者さんに

行ってもあいうえお体操していますかなんて

聞かれます。それぐらいやはりもう浸透して

皆さんがすれば一番いいことなのですよね。

でも、やはり年を取ってからではなくて、や

はり若いときからのそういう意識を持たない

と、高齢者になってから大丈夫ということに

はならないのです。だから、やはり早期の予

防治療と、それと予防に対する意識、健康意

識というものが大切なのではないかなと思っ

ております。

それでは、次の質問に移らせていただきま

す。

このたびの予算の集会施設のことなのです

けれども、今回の予算で老人憩いの家が９２

０万２,０００円計上されておりました。そ

れは、床を直すということでお聞きしており

ます。皆さんが使う施設ですので、そういう

ふうに次々と直していただくのは本当にあり

がたいことだなと思っております。

そこで、あそこの集会施設にあるエアコン

と言えるのかクーラーというのか、天井につ

いているものがあるのですけれども、それが

かなりスイッチを入れるとぴゅーと冷たい風

が来まして、やはりそれをつけられる状態で

はないのです。真夏に。

そして、音もすごいですし、冷たい風が余

り来過ぎて、その下で何かをいよいよ行うと

いうことには今のところ、ちょっとそういう

のには不都合が多くて。

今、エアコンなんかもすごく安く手に入り

ますので、そういったことを改善していただ

けると、よりよく高齢者の方が集会施設に足

が向くのではないかなと思います。

そして、今の元気な高齢者の方は、車に乗

せていきますよとかと言っても、いや、自分

で歩くから大丈夫とかと言ってくれるぐらい

本当に足寄町の高齢者の方は頼もしいので

す。そういう方もたくさん見受けられます。

そういう方がその施設へ行けば、我が家よ

りも少しは涼しいところ、我が家よりは少し

は暖かいところと足が向くように、集会施設

等の改善をもっと力を尽くしていただきたい

なと思うところなのですけれども、そこのと

ころのお考えもお聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 福祉的な観点か

らいう高齢者の方をメインとした集会施設と

いうことであれば、町内では憩いの家、芽

登・大誉地・上利等では寿の家がございまし

て、年次的に生きがいデイサービス等もやっ

ているというところで、管理人さんからなり

指導者の方々からここを直してほしいとか、

これが足りないとかと言われたら随時直して

いるところではございますが、確かに、議員

さんが仰せのとおり、憩いの家のクーラーに

ついてはちょっと見落としていた部分で、見

落としていたというか、放置ですね。そのま

まで皆さん我慢して使われていたというとこ

ろで、例えば、クーラーでしたら、せっかく

つけたクーラーがもう古くて壊れていたと

か、ストーブが上のほうは温かいけれども下

のほうが寒いとかという部分があるというこ

とで、今回大きな集会施設のほうが床がかな

り老朽化しているということでそれをメイン

に直すのですが、可能な範囲、今ある規定予

算内でどれだけ対応できるかというのはまだ

お約束ができませんが、やれる範囲から徐々

に進めていきたいと、まず老人憩いの家でい

えば考えているところです。

また、その他の施設につきましても、なか

なか私ども担当者が順繰り回って定期的に見

て何かまずいところがあればやっている部分

はあるのですけれど、ちょっと見落としてい

たりする部分もあるので、地域の方、利用者

の方の声をお聞きして可能な範囲で予算化を
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していただいて対応していくというふうに考

えています。

ですから、ほかの集会施設とかいろいろバ

ランスもあるというところで、優先度という

のはやはり予算決めをされた中で可能な範囲

で進めたいと思いますので。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番榊原議員。

○２番（榊原深雪君） エアコンにつきまし

ては、そんなに高額なものではありませんの

で、きっと早い手だてをしていただけるので

はないかと期待しております。

そして、今これまでも福祉課の方、施設に

関してはこういうものがあったほうがいいの

ですけれどとかお話ししますと、割と早急に

手だてをしていただいていました。

そして、町民の方からも外の駐車場の明か

りが暗いのでもう一つつけてくれないかとい

うお話とかいただきましても、早急に割と手

だてをしていただいていたところです。

だから、これそんなわがままなお願いをし

たつもりはありませんので、本当にことしの

夏は快適に過ごせるように、前向きにそれは

施設の環境整備ということでやっていただき

たいなと思っております。

最後になりますけれども、健康寿命が延び

れば医療費や介護費の削減につながります。

でも、それは口ではたやすいことですけれ

ども、やはり保険者と高齢者自身の努力が必

要だと思います。

今後もそれに向けて本当に大変な時代が来

るのではないかと私は想像しております。

そこで、町長に最後一言をいただきまし

て、終わりにしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） るる御質問あるい

は御意見をいただいたところであります。

この間、どれくらいの高齢者、もっといえ

ば介護が必要になっても、あるいはどんな状

態になっても我が町で暮らし続けられる環境

整備にしようということで平成２４年から医

療を根底に置いて介護、保険、福祉の連携シ

ステムをやろうということで、ちょうどこと

しで丸５年たつということになります。

先日も、国保病院の院長先生あるいはあづ

ま病院の池田千鶴先生ともお話しするのです

が、この間の取り組みの５年間のやっぱりよ

かった部分も含めて検証をしようと、そして

これから先どういう形でやっていくのがいい

のかということも集まって相談しようと、こ

んなことも話し合いをしているところであり

ます。

一番の基本は、冒頭の髙橋健一議員のお話

にもありましたとおり、やっぱり一番理想と

するところはやっぱり自分の住みなれたとこ

ろで一生を終えるというのが一番の理想だと

いうふうに思っております。

ただ、そうはいっても、そういう状況にな

いお年寄りもいるのも事実でありますから、

これは在宅含めて施設も含めて地域全体で、

足寄町全体でどういう形でいくのがいいのか

というのは常にいろいろな方々の知恵をいた

だきながら対応していきたいなと、こんなふ

うに思っていますので、御理解をいただきた

いというふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですね。

それでは、２番榊原深雪君の一般質問を終

わります。

次に、１番 熊澤芳潔君。

（１番熊澤芳潔君 登壇）

○１番（熊澤芳潔君） それでは、議長にお

許しをいただきましたので、通告書に従いま

して一般質問をさせていただきます。

質問事項でございますけれども、プレミア

ムフライデーについて。

内容でございますけれども、各自治体を取

り巻く環境は人口減少等により、先行き不透

明な中で、足寄町はまち・ひと・しごと総合

戦略に基づき各種事業を進めています。

プレミアムフライデーとは、日本国政府と

経済界が提唱推進する毎月末金曜日（フライ

デー）に普段よりもプレミアムな生活を推奨

する個人消費喚起キャンペーンで、午後３時
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（１５時）に仕事を終えることを奨励してい

る。

働き方改革とも連携、給与支給日直後に該

当しやすい月末金曜日には夕方の買い物や旅

行などに充てることを推奨し、２０１７年

（平成２９年）２月２４日より実施された。

一つ、足寄町の実施状況はどのようになっ

ているのか。

二つ、町内関係団体、一般企業への推進を

どのように考えているのか。

三つ、働き方改革の骨子に示されている以

下項目の推進について、どのように考えてい

るのか。

骨子①業務の無理、無駄をなくす。②残業

時間の削減、③有給休暇取得率の向上、④特

別休暇の付与について。

以上、お聞きいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 熊澤議員のプレミ

アムフライデーについての一般質問にお答え

をいたします。

１点目の足寄町の実施状況につきまして

は、町で行っている業務は住民サービスに密

接にかかわるもので、役場を閉庁にするとい

うことにはならず、また、職員が一斉に休暇

をとるということになりますと業務に支障が

生じることとなりますので、プレミアムフラ

イデーに当たって特に何かするということは

行っておりません。

なお、一般企業等の実施状況については、

把握をしておりません。

２点目の町内関係団体、一般企業への推進

につきましては、国の取り組みにおいて、特

段、市町村にその役割を求めていないことか

ら、取り組みは考えておりません。

次に、３点目の働き方改革の推進項目につ

いてでございますが、町職員の働き方につい

て申し上げますと、一つ目の業務の無理・無

駄をなくすということにつきましては、この

後の時間外勤務の削減、有給休暇取得率の向

上にもつながることで、極めて大事なことだ

と考えておるところでございます。

二つ目の残業時間の削減につきましては、

時間外勤務の増加は人件費の増高につながる

とともに、職員の健康面にも悪影響となるこ

とから、必要なことと考えております。

三つ目の有給休暇取得率の向上につきまし

ては、家庭生活の充実、仕事と生活の調和、

いわゆるワークライフバランスの実現のため

に必要なことだと考えております。

四つ目の特別休暇の付与につきましては、

かねてから総務省から特別休暇の運用につい

ては適正に取り扱うよう要請されているとこ

ろで、適正にとは、この場合は国家公務員準

拠ということで、現在は国家公務員と同等の

特別休暇の運用を行っており、これを超える

休暇の創設、運用などは難しいと考えており

ますので、御理解を賜りますようお願い申し

上げ、熊澤議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

１番熊澤議員。

○１番（熊澤芳潔君） プレミアムフライ

デーにつきましては考えていないということ

でございますけれども。

私、今回の趣旨は、質問の内容にありまし

たとおり、国はそれぞれ地方創生、地方分

権、一億総活躍社会、ふるさと創生と経済の

成長に力を入れているわけでございますけれ

ども、しかしながら、地方は人口減少に歯ど

めがかからず、経済は疲弊しかねないわけで

ございますけれども、さらに追い打ちをかけ

まして、昨年は基幹産業の災害の影響もあ

り、ことしは特に商店街の影響は計り知れな

いものがあるのではないかと思ってございま

す。

ということから、このプレミアムフライ

デーを通しまして町の活性化の、また商店街

の活性化の基軸に町民全体参加のキャンペー

ンにすべきではないかというようなことから

一般質問をさせていただいたのですけれど

も。

ちなみに、新聞では、日本国の安倍晋三首

相も月末の金曜日の仕事を早めに切り上げま
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して、余暇に充てるプレミアムフライデーの

スタートを受けて、座禅だとか音楽鑑賞を楽

しんだと報道されました。

また、企業によっては、３,５００円の商

品券を出して進めているということも聞きま

した。

そのほかにも、家族のサービスだとか、そ

れから若者は明るいうちから飲みに繰り出し

た、それから家族全員で食事に行ったなど報

道されました。

こういった中で、ことしは特に災害の後だ

けに、商店街の活性化、消費拡大のためにも

イベントとして推奨すべきではないかという

ふうに考えておりますけれども、町長のお考

えをお聞かせ願います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

そもそもこのプレミアムフライデー、実は

私も事前には承知しておりませんでした。テ

レビでそういう報道がされて、え、そんな取

り組みをしているのと、正直言ってその程度

の感覚でありました。

私の私見を申し上げさせていただきます

と、このことが足寄町に限らず地方の自治体

において、このことがどうなのかと考えたと

きには、私はちょっと意図するところは余り

理解できない、余りにもちょっとかけ離れす

ぎているのではないのかなと、そんな思いを

しています。

先ほど、答弁の中でも町の職員を中心に

ちょっと御答弁をさせていただきましたけれ

ども、これ３時に閉めるなんてそんな状況に

あるのかというと、決してそんな状況になっ

ていないというふうに思っています。もっと

言えば、町民の皆さん方から御理解いただけ

るのかというと、これはそんなことにはなら

ないだろうと私は思っております。

ですから、国あるいは経済団体がどういう

視点で、ゆとりを持って生活をしよう、それ

が個人消費の拡大にもつながるだろうと、そ

ういう意図だろうということはわかるのです

けれども、では足寄の地域においてそのこと

がすとんと当てはまるのかというと、私はそ

んなことにはなっていないのだろうというふ

うに思っております。

今現在、週休二日制ということで我々公務

員、これは公務員といわれるところは大体週

休二日になっていますけれども、では、民間

の会社さんでそういう状況にあるのかという

と、なかなかそこまでいけないという企業も

たくさんあるのだろうというふうに思ってお

ります。

ですから、これはもう全体の町の中の経済

のことも含めていきますと、これはよほど慎

重にやっていかないと、これは国がやってい

るからでは我が町でもということには正直

言ってならないことだなというふうに思って

いるということでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番熊澤議員。

○１番（熊澤芳潔君） 町長の言う内容につ

きましてはわかります。

ただ、やっぱり私、この今回の趣旨につい

ては一生懸命働いて、そしてライフワークと

いいます、要するに、家族サービスもいろい

ろやりながらこういった事業に町の職員の方

も参加をしていくということが必要ではない

のかなと、やっておられるとは思いますけれ

ども、そういった趣旨のことで今回質問させ

てもらいましたけれども。

別な角度から見ますと、同じ消費行動、動

向なり消費喚起についてお話ししますと、こ

れ私それでは町全体の商店街の動きがどうな

のかなということでは見させてもらって、商

工会のアンケート調査を見させていただきま

した。

そういった中では、ちょっと時間がかかり

ますけれども、足寄町の全世帯における消費

額は合計で３６億円だそうでございます。

このうち、町内で消費されるのが２１億円

ですよと、町外で消費されるのが１５億円で

すということで、まだまだ町内の消費喚起が

必要な金額もありますし、消費拡大の余地が
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あるということでございますし。

それから、消費されない理由の中で足寄町

内での買い物の頻度は週に１回以上の人は９

割弱ですよと、町内での買い物に不便を感じ

ている人が７割もいますよとか、それから具

体的な不便な点は、第１位が欲しいものが手

に入らないが７割強ですよと。

また、足寄町の商業活性化に必要なことと

しては、第１位が品ぞろえの増加、第２位が

手ごろな価格設定、第３位が品量の品質の改

善と。

それとまた、購買地別にしますと、足寄、

帯広、その他ということで、これアンケート

調査の内容でございますので、町市街地以外

の方は帯広・その他の消費が６割ですよと、

また市街地の方は５割が町外ですよというよ

うなことがなっていますので、そういった意

味では、何らかの形でやはり皆さん町民全体

の皆さんで町内の消費を考えていかなければ

ならないだろうなということの中で、こう

いったイベントを商工会もやっています。

スタンプラリーだとか、それからお酒何と

かという形で、ちょっとあったのですけれど

も、そういったものもやっていますし。

やっぱりあらゆるそういった行事には参加

していこうという機運を行政もつくっていか

なければならないのではないのかなというこ

とから、今回はこのプレミアムフライデーを

中心にちょっとお話させていただきました。

このことについて、町長どうですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 商工会の会長さん

ともいろいろなお話をする機会があるのです

けれども、実は私もまちの中の経済を考えた

ときに、やっぱり一番きついのは私は商店街

だろうというふうに思っています。会長さん

ともお話をしています。何が一番つらいのと

いいますと、一般の生鮮食料品、３度のご飯

食べていくと、これは間違いなく町内で皆さ

ん買い物もしているし、たまに行ったときに

はついでに買ってくるということもあるかも

しれませんけれども、これは圧倒的にそうだ

というふうに思うのです。

ただ、ほかのもの、着るもの含めて、耐久

消費財を含めて、これは先ほど熊澤議員も

おっしゃっておられましたけれども、品ぞろ

えの問題、価格の問題、太刀打ちできないの

ですよ、これ正直言って。

ましてや、今の若い人たち、この時代、驚

くことに本当にこれであれば商品も二日くら

いで届いてしまうのです。今、それこそどん

な小さなものでも届く。今この運送業者が

ちょっといろいろ問題があるということで、

ちょっとまた別な問題が出ているようであり

ますけれども。

そのことは別にしまして、正直言って商業

の振興をどうやっていくのかというのは、こ

れは本当に我が町にとっても大きな課題だな

と、そういう認識は持っているところであり

ます。

中には、みずからネットで商売をしている

という方も出てきているというお話も聞いて

おります。

地域おこし協力隊の関係でいきますと、こ

れも先日、会長ともお話ししたのですけれど

も、そういった新たな事業展開といいます

か、ものを売っていく、これぜひいい人材を

もっといえば商工会見つけられないかと、見

つけて見つかったということであれば、協力

隊ということで３年間抱えられるわけですか

ら、地元の商店街の振興のために活躍してく

れと、こんなこともちょっと検討していきま

しょうということでお話をしたところであり

ます。

ですから、そういった現状の課題あるいは

今後どうしていくのかということと、このプ

レミアムフライデーとは、私はちょっとつな

がらないなと、そんな認識を持っているとい

うことでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番熊澤議員。

○１番（熊澤芳潔君） 今、町長の言うよう

に、確かにプレミアムフライデーを捉えてば

かり考えると、確かに町長の言うように結び
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つかないなということはわかります。

ただ、そうも言いながらもやはり現実に

は、今町長が言うように、商店街の活性化大

変だねと、しかも昨年の冷害によって、特に

飲食店なんかはもうこれ大変なのかなという

気がいたしますので、こういったプレミアム

フライデーを通して一人でも多くの町民がこ

とし１年でもこのフライデーを通しながら行

くことが必要なのかなということでは思いな

がらもきょうは質問をさせていただきまし

た。

それから、３番目の働き方改革につきまし

ては、詳しく答弁をいただきましたので、わ

かりました。

ただ、私は言いたいのは、要するに、この

プレミアムフライデーと捉えてしまいますけ

れども、そういったことも含めて働き方改革

をしながらやっぱり職員の皆さんも言葉的に

は英語でちょっと私もあれなのですけれど

も、ワークライフバランスですか、そういっ

た実現を通しながら余裕といったら余裕なの

ですが、一生懸命働いて一生懸命遊び、一生

懸命家族を見ながら、介護もしながらという

ことで、ワークライフバランスといったこと

もやはり必要ではないかということの中に、

今のこのプレミアムフライデーも関連します

よということで書かれていたものですから、

そういった意味では全く関係はないではない

のかなという気がいたしますので、その点に

ついて、もう１点、ちょっと町長からお伺い

いたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 職員のことに限っ

ていきますと、実は、私が平成１５年の５月

に首長に就任しました。

そのときと、この間１４年間首長の職に就

いているわけでありますけれども、正職員は

約５０名減らしてしまいました。

また、一方で、時間外勤務を金額ベースで

いきますと、就任した当時はたしか正確な数

字はちょっと違うかもしれませんけれども、

時間外手当だけで１億二、三千万円あったと

いうふうに思います。

これ実は、これやっぱり職員の健康問題も

含めてあるよということも含めて、できるだ

け仕事をするなということにはなりませんか

ら、仕事をこなしていただいて、そしてでき

るだけ振りかえで休んでくださいと、そんな

ことも徹底させていただいて、ちょっと直近

の去年の実績はまだちょっとつかまえており

ませんけれども、途中経過では、私の記憶で

は６,０００万円から７,０００万円ぐらい、

約５０パーぐらい削減してきたなと、そんな

思いをしているところでございます。

そういう中にあって、今現在も時間外、

やっぱりそのセクションによっては時期的な

問題含めてまだまだ多いというところもあり

ます。

今現在、週に１日だけはノー残業デーとい

うことも含めて、もうきょうは勤務時間が終

わったらすぐ帰ろうということでやってはい

るのですけれども、しかし、どうしても今の

仕事のやり方含めて、今この時代、ネットの

時代、私が職員時代というのは、ともかく例

えば北海道からいつまでにこの書類を出しな

さいと、報告期限というのがあったのです、

ある程度。

これが変わってきたというのが、ファック

スができました。ファックスで流れてきたの

です。このときはまだよかったです。今もう

この時代です。時間なくて申しわけないけれ

ども、あしたの何時までにと。

これがもうそこらじゅうの職場で出ている

ということです。ですから、何としてもその

限られた時間の中でこなさなければならない

仕事もたくさん出てきているということであ

ります。

どうしてもやっぱり仕事がずっと続いて、

先ほど、振りかえで休めということも言って

いますけれども、振りかえで休むことも一定

期間は難しいという職場も実は出てきている

のです。

では、それだけ時間外あるのでは人ふやせ

ばいいではないかという、こういうこともあ
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るのですけれども、仕事の中身によっては分

担できることと分担できないことってあるの

です。もう今。そういう難しさが出てきまし

て、なかなか頭を悩ませているのですけれど

も。

いずれにしても、議員がおっしゃられると

おり、健康の問題もありますし、やっぱりゆ

とりを持って平穏な一般的な家庭生活が送れ

ないと、これが健康問題を含めていろいろな

問題があれば、当然仕事にも支障が出てく

る、これはしいて言えば町民サービス、住民

サービスに対しての仕事のサービスの提供に

も影響があるということですから、これは心

してこれからも常にこれは繰り返し繰り返し

検証をしながら職員の中で意識統一をしなが

らしっかりとした住民サービスの提供ができ

るような組織に引き続きなっていくように努

力をしてまいりますので、御理解いただきた

いというふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番熊澤議員。

○１番（熊澤芳潔君） そのように一生懸命

働きながらしていっていただきたいというふ

うに思います。

それで、最後にちょっと時間もありますの

で、先ほどの③の働き方改革の骨子の中に、

もしわかれば、残業時間の削減、これもいつ

も議会の中ではいろいろ過去にもありまし

た。

最近の残業時間の削減の関係で、では実績

がどうなったか、また有給休暇の取得率につ

きましてはどうなのか、これらについて数字

があれば教えていただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

まず、時間外の部分でございますけれど

も、町長先ほど答弁させていただいたよう

に、約５０パーセント近くの金額に一度削減

できたのですけれども、その後、残念ながら

少し伸びを見せております。

というところで、平成２８年度は本年度で

ございますので、集計がございません。２６

から２７にかけての時間数で申しますと、２

パーセント伸びて増加してしまいました。

なお、この時間外時間数につきましては、

毎月々の課長職の集まる会議で前年度と各室

単位で比較いたしまして、どこの室が多い、

伸びているのでちょっと内容を把握してちゃ

んと指導なり業務改善なりいろいろ指示して

いかなければならないねということで、毎

月々申し合わせをして削減の働きかけをして

いるところでございます。

それと、有給休暇の取得率でございます

が、これも２７年度の数字でございますが、

役場全体で１２.１３日です。というのは、

労働基準法上、公務員も適用になりますが、

１年間２０日間の付与でございます。これに

対して、１２.１３日の取得でございます。

ちなみに、１０年ほど前の数字でございま

すが、全国の公務員平均でまいりますと、１

１％ほどが全国の公務員平均でございまし

た。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番熊澤議員。

○１番（熊澤芳潔君） 大体時間ちょっとお

くれますけれども、いずれにしましても、先

ほど来、私の趣旨につきましては、そういっ

たプレミアムフライデーについてということ

でございますけれども、１年間ことし非常に

厳しいものがあるのかなという気がいたしま

すので、何らかの形でやはりいろいろな御意

見をいただきながら行政で反映させていただ

ければありがたいなということでございます

ので、よろしくお願いいたします。

終わります。

○議長（吉田敏男君） これにて、１番熊澤

芳潔君の一般質問を終わります。

それでは、次に、８番 高道洋子君。

（８番高道洋子君 登壇）

○８番（高道洋子君） 議長よりお許しがあ

りましたので、通告書に基づきまして一般質

問をさせていただきます。

件名は、医療費の削減と健康対策につい
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て。

近年、少子高齢化や医療技術の進歩によ

り、国の社会保障費に占める医療費の割合は

年々増加しています。

我が国の国民皆保険制度の中核として国民

健康保険制度は、病気やけがをした場合に安

心して治療を受けることができるよう加入者

が普段から国保税を納め、医療費の負担を支

え合う助け合いの制度です。

国民健康保険制度は、現在、市区町村が保

険者となり運営されていますが、平成３０年

４月から運営主体が都道府県単位に再編され

ることになりました。

今般、北海道が試算した各市町村の負担金

の額が示されましたが、それによると、本町

では平均的モデル世帯で現行の保険税額より

も１９.８％も増加するとされております。

一方で、道は激変緩和措置として、国と道

と合わせて５０億円の財政支援と、上昇率を

５％以内にすることが検討されています。

また、全国的な動きとして、住民が健やか

で幸せに暮らせる地域社会を目指す日本健幸

都市連合が立ち上げられ、十勝管内からも加

盟自治体があったと新聞報道がありました。

国保税の負担感が非常に大きい中で、このた

びの再編に伴い、今後新たに保険税が値上げ

されれば、収納率の低下も心配されるところ

です。

保険税額を低く抑えるためには、医療費の

削減と健康対策が重要と考えますので、次の

点について伺います。

一つ、管内市町村における本町の一人当た

り国保税額と収納率の現状について。

二つ、本町の過去３年間の医療費の推移に

ついて。

三つ、医療費を下げるために、生活習慣病

対策は非常に重要であると考えますが、本町

ではどのような病気が多くて、それに対する

取り組みや分析、具体的な計画などはなされ

ていますか。

四つ、健康対策の一環として、特定健診受

診率の向上がありますが、本町の過去３年間

の受診率の推移について。

五つ、健康づくりについての町民に対する

情報提供や教育はどのように取り組んでいま

すか。

六つ、現在、国保税の納期は年８回です

が、１２回とすることはできないか。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 高道議員の医療費

の削減と健康対策についての一般質問にお答

えをいたします。

まず、１点目の管内市町村における一人当

たり国保税額と収納率の現状についてです

が、当初賦課時の国保税額については、平成

２５年度９万９,７２４円、平成２６年度１

０万１,１５２円、平成２７年度１０万５,５

８７円となっております。

現年分の収納率については、平成２５年度

９７.７％、２６年度９８.１６％、２７年度

９８.０３％となっております。

十勝管内の比較では、平成２７年度の国保

税額は上位から１２番目、収納率は１０番目

となっております。

２点目の過去３年間の医療費の推移につい

てですが、医療費総額の費用ベースとして

は、平成２５年度８億１,７６４万円、平成

２６年度８億４,６０３万６,０００円、平成

２７年度７億４,２９３万３,０００円となっ

ております。

外来診察費はほぼ横ばいですが、入院診療

費の増減が大きく医療費増額に影響している

というのが現状であります。

３点目の本町における疾病の傾向、分析等

についての御質問ですが、町では国民健康保

険の被保険者を対象に特定健診を実施してお

り、こちらの健診結果のデータと、医療機関

受診のレセプト、介護保険の利用状況が国保

データベースシステムにより、データの分析

が可能となっております。

本町では、主にこのシステムを利用して本

町国保被保険者の健康に関する分析を行って

おります。
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医療費の分析結果として、本町は北海道平

均や全国の同規模町村平均との比較により、

高血圧、糖尿病、慢性腎不全の医療費割合が

高いことが示されております。

また、高額医療や長期入院の原因疾患のう

ち、予防可能な疾患としては、脳梗塞や脳出

血などの脳血管疾患や、心筋梗塞などの虚血

性心疾患が多くなっております。

健診結果の分析によると、高血圧や糖尿病

の原因となるメタボリック症候群の該当者・

予備軍が、北海道平均や全国同規模町村平均

と比較して高く、さらに生活習慣の分析を進

めると、喫煙者や間食の多い方、早食いの傾

向がある方、運動習慣がない方の割合が高

く、これらの生活習慣がメタボリック症候群

の原因と考えられております。

要介護者の分析結果として、要介護認定を

受けている方の有病状況は高血圧や心疾患が

多くなっております。

これらの分析結果を総合すると、喫煙や間

食など不適切な生活習慣がメタボリック症候

群につながり、さらには高血圧・糖尿病を発

症、脳血管疾患や虚血性心疾患、慢性腎不全

へと悪化し、要介護認定に至ってしまうとい

う流れがあらわれております。

分析結果を踏まえた町の取り組みとして、

国民健康保険第２期特定健康診査等実施計画

や、被保険者全体を対象としたデータヘルス

計画、町民全体を対象とした足寄町健康づく

り計画を策定をし、これらの計画に基づき理

想的な生活習慣を身につけ改善を図るよう全

町民を対象とした普及・指導活動を実施して

おります。

また、妊産婦には妊娠期から母子ともに健

康な生活習慣を身につけられるように、母親

教室の開催や訪問活動を行い、義務教育の期

間までは乳幼児健診、保育園や学童保育所、

小中学校での健康教育を実施をしておりま

す。

さらに、３５歳以上の方には特定健診を前

倒ししての健やか健診による健診や指導、４

０歳以上の方には特定健診を通して生活習慣

の改善指導を、７５歳以上の方は後期高齢者

健診を実施するなど、各年代を通して生活習

慣改善指導や健康づくりの指導、助言を実施

しております。

４点目の過去３年間の特定健診受診率の推

移についてですが、平成２５年度４７.６

％、平成２６年度５２.６４％、平成２７年

度５９.３７％となっております。

引き続き、受診率向上の取り組みを進めて

まいります。

５点目の健康づくりに関する町民への情報

提供等の取り組みについての御質問ですが、

３点目の質問で答弁しました各種計画を踏ま

え、町民センターでの健康づくりロビー展や

消費生活展、女性の集い、各種検診時に健康

づくりに関する情報を展示して広く町民の皆

さんに見ていただく機会を提供をしておりま

す。

また、広報あしょろでは、隔月で健康に関

する情報を掲載するとともに、各種検診の御

案内を年に１回発行し、健診の案内や健康づ

くりに関する情報を掲載して周知を図ってお

ります。

また、自治会の集まりや事業所に出向いて

講話等を行わせていただくほか、個別での健

康相談や健康教育も随時実施するとともに、

特に人工透析につながる慢性腎臓病の重症化

予防のための健康教室として、減塩・低たん

ぱくの食事や腎臓についての学習会を開催し

ております。

そのほか、住民の健康づくりに関する知識

を深めていただくとともに、その普及を目的

として健康サポーターを育成し、年８回程度

の健康講座を開催しております。

このように、多様な方法で健康づくりに関

する情報提供や健康教育に取り組んでおり、

各種健康診査の充実も図っております。

６点目の国保税の納期を年８回から１２回

にすることはできないかとの質問ですが、国

民健康保険税の算定基礎となる所得割額の確

定は、道・町民税の普通徴収が発布されます

６月１日となることから、納期を１２回にす
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ることはできませんので、御理解賜りますよ

うお願い申し上げ、高道議員の一般質問に対

する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

８番高道議員。

○８番（高道洋子君） 答弁あれですね。

通告書の質問が多すぎまして、大変時間が

なくなりましたので、手短に要点を絞って質

問させていただきます。

ただいまの答弁によりますと、特定健診の

受診率が２７年度で約６０パーセント台まで

上昇していると。

たしか２年前に特定健診の受診率のことを

質問しましたときには、４０パーセント台

だったと思います。

だから、この２年間で驚異的な受診率の向

上があったということの報告がございまし

た。

本当に現場の保健師さんを初め、歴代担当

者の皆様の並々ならぬ努力があったものかな

ということで、まずは敬意を表したいと思い

ます。

そこで、６０％は管内でも上のほうではな

いかなというふうに思うのですけれども。ま

た、この国保税の収納率が２７年度で９８％

ということで、１０位ということでございま

した。

それで、より収納率を高めるために、また

国保税が平成３０年から上がるということも

相まって、この国保税の支払いをクレジット

カードによる支払い、それはできないかと、

現在Ｙａｈｏｏ！の公金扱いの公金払いです

ね、この取り扱いを全道でも市町村でも採用

している市町村がふえつつあると聞いており

ますし、十勝管内でも浦幌町が既に先行して

取り扱っているということも伺っておりま

す。

納税者が２４時間体制で支払いやすい環境

づくりということで、これも一つの収納対策

にも有効な手段ではないかと思うわけです

が、いかがでしょうか。

また、今回だめでも検討できないものかお

伺いいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（沼田 聡君） 議員の今の質問

にお答えをいたします。

Ｙａｈｏｏ！公金支払いのクレジット支払

いができないかという御質問でございます

が、納税する方にとりまして、２４時間の支

払いが可能となることでは利便性が非常に高

いものであると認識しておりますけれども、

現時点の考えとしましては、このクレジット

の支払いというものは考えておりませんが、

収納率の向上に効果的なのかどうかにつきま

しては、今後検討してまいりたいと、そのよ

うに考えておりますので、御理解賜りますよ

うお願いを申し上げます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ８番高道議員。

○８番（高道洋子君） 今後検討していただ

けるということで希望を持ってよろしくお願

いしたいと思うところでございます。

次にまいります。

再質問でございますが、先ほどの答弁の中

に、国保税の納期の回数が当初６回から今８

回でございますが、７月から２月まで８回納

付しております。

８回になってから早１０年ぐらいを過ぎた

のではないかなと思われるのでございます

が、新年度は水道料金がまず大幅にアップい

たします。

それから、電気料金も既に昨年からです

か、上がっておりますし、先ほど来の介護保

険料も見直しがあると聞いておりまして、公

共料金支払いへの負担感が大変増している中

で、せめてこの今の８回から回数をふやし

て、１２回がだめなら１０回、１０回がだめ

なら９回ということで検討はできないものか

再度伺います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（沼田 聡君） お答えをいたし

ます。

まず、十勝管内の納期の設定状況でござい

ますけれども、１０回で設定しているのは帯
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広市さんで、９回が芽室町となっておりま

す。

当町を含めた８回につきましては８町、そ

して７回につきましては２町村、６回につき

ましては７町村ということになっておりま

す。

直近の中でちょっと情報の中では十勝管内

の浦幌町さんが今回６回から８回にかわった

ということで聞いておりまして、十勝管内の

状況を見る中では８回が一番多く主流となっ

ておりますので、この８回から当面ふやす考

えというのは、現時点では考えておりません

ので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ８番高道議員。

○８番（高道洋子君） わかりました。

芽室町が９回、帯広が１０回ということ

で、先ほどの御答弁では、所得の確定するの

が６月ということで、どうしてもそれはなか

なか１０回もということは難しいということ

も答弁書の中にありましたけれども、これも

考えようというか、芽室町が９回できて、足

寄町ができないわけがないのではないかな

と、同じく所得は確定するのが６月であると

するならば、６月に仮査定というのですか

ね、仮に受けておいて、そして６月からス

タートということもできないのかなというこ

とと、それから２月で終わっていますけれど

も、３月まで一月延ばして７月から３月まで

の９回ということもできないものなのか伺い

ます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（沼田 聡君） 今お話ありまし

た１０回につきましては、帯広市さんは６月

の部分については６月の１６日から６月３０

日、これを１期として設定しております。１

０期目が３月の１６日から３月の３１日と、

そういう納期の設定を行っております。

芽室町さんにつきましては、７月の１日か

ら３１日の１期目の設定でございますが、最

後の９期、９回目につきましては３月１日か

ら３月３１日ということになっております。

基本的に、９回もしくは１０回ができない

のかという御質問に対しましては、事務的に

は可能だというふうに思っておりますが、先

ほど答弁させていただきました８回が今のと

ころ主流である、またその８回が納税者に

とって大きな負担になっているかといえば、

今のところ妥当な８回の設定ではないかとい

うふうに私のほうでは考えておりますので、

現時点の中で変更する予定はございません。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ８番高道議員。

○８番（高道洋子君） わかりました。

今はないけれども、今後前向きに検討して

ほしいものだと。１回でも年額のものが薄ま

れば本当に払いやすいのではないかなと、何

も８回が主流だから８回にするのだというの

ではなく、取り組んでほしいものだと思いま

す。

次に行きます。

最近、全国的に健康マイレージ制度という

のが普及しております。

２年前の質問のときに、健康ポイント制度

が導入できないかということを質問しました

ときに、我が町は特定健診が全部無料でやっ

ていると、全額国保会計でやっていますよと

いうことで、無料だからポイントはできない

ということだったので、今回いろいろと何か

ないものかと一生懸命健康づくりに取り組ん

でいる人、健康診断を受けない人、そのメ

リット・デメリット、差を何か楽しく健康診

断を、まずは１回も健康診断を受けない人が

一回受けてみようという思いになるために

も、この健康マイレージ制度がいいのではな

いかというのを見つけまして、御提案をした

いと思います。

これはあれです。全国でもやっているので

すけれども、２８年度から全道で設立され

て、道と町村とそれから協賛企業が、大手の

企業が、その３社で道に申告して町村が。そ

して、そのポイントでございますから、健診

を受けた人には２ポイント、それからがん検

診を受けた人にもポイント、それから健康の
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講座ですね。

先ほどもたくさんの講座がありましたけれ

ども、そういう健康研修会に出てポイントと

いうことで、６ポイントを貯めると道の大手

の企業からお土産というか特典というのです

か、それが当たると、送ってくると、道を通

して。

そういう制度で、町村ではそれほど難しい

予算も要らないということも振興局に聞きま

したら言っていましたし、それから市長に聞

いたら言っていましたし、それから手間暇で

す。

町村が必要なのは、そういう町民に周知徹

底する手間暇と、それから最終的に６ポイン

トを貯めた人が何名いるかということを道へ

報告すると、そういうことであるということ

を伺いました。

そういうことで、そういうことが健康マイ

レージ制度ですね。これに、そして振興局で

は今募集中だと言っておりましたけれども、

町長として参加する、取り組む考えはあるか

ないか伺います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 答弁いたしま

す。

健康マイレージにつきましては、北海道が

２８年度から協賛事業を募って、かつ実施す

る市町村を募って試行的に３年間やるという

ことで始まっておりまして、２９年２月末現

在で道のその事業に行っている市町村が３３

市町村、そして独自にその市町村独自の制度

をかぶせているところが４町村ということ

で。

その中で、マイレージを６ポイント貯めた

ところで協賛中の事業から何か商品とかプレ

ゼントを募って、それでその数と実施した６

ポイントの数で、実施している方が多くなれ

ば抽選にしてもしかしたら外れるかもしれな

いと。商品も当たるか当たらないかわからな

いし、どのような商品も当たるかもわからな

いというところはまずあるようです。

これを引き金として、健康づくりなり健診

とかに参加していただくということは、効果

としてどの程度あるかというのはこれから道

も本当に試行的な部分もありますので、試さ

れるところだと思います。

そこで、足寄町としまして、２８年度にや

るかやらないかというところをまず初期の段

階で検討しましたけれども、道のほうもまだ

本当に初期の段階でどうなるかわからないの

だけれども、当たるかもしれないし当たらな

いかもしれない、やることも何年できるかわ

からないというようなところもあったので、

まずは様子をながめようというところで、２

８年度は保留にしたところです。

まだ２９年度も今参加募集を募っていると

ころですけれども、２８年度の結果が見えて

いないという部分と、あと自分の健康は自分

で守るというような意識のほうがきっと非常

に大事で、まず参加して何かもらったからど

うだというやり方がいいのかどうかというと

ころと、あと持続可能な仕組みになっている

かという部分で、この短期的な部分だけで道

の事業に乗っかって、その後、道の事業がな

くなった場合、町としてどういう仕組みをや

るかという形とか、後々のことも考えてやる

べきだというふうに判断をしたところで、先

にやって尻つぼみになるよりももうちょっと

きちんとした枠組み、仕組みを道のほうの実

情、実施市町村の結果等を踏まえて足寄町と

して理解をした上で、道の事業に乗っかるの

か独自なものをやるのかというのを考えてい

きたいというふうに今の段階では考えていま

す。

以上で終わります。

○議長（吉田敏男君） ８番高道議員。

○８番（高道洋子君） 大変受診率を上げる

とか楽しく受診できるとか、そういう意識づ

け、動機づけにはすごくいい制度ではないか

なと思うわけです。

そのことでまた今後、ことしの実績を報告

を聞いて検討していただきたいと思うわけで

す。

最後に、町長に伺いますが、この急激な保
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険税の値上げを回避するために、町も激変緩

和措置の上乗せができないかなということを

お伺いしたいと思います。

この道の激変緩和措置が５０億円というこ

とで５％以内にということでございますけれ

ども、どんなにあれしても５％前後という、

足寄町はどこの位置になるかわかりませんけ

れども、上がることは間違いないわけです。

そこで、国保加入世帯に対して１,３００

世帯ほどあるとは聞いておりますけれども、

例えば７,０００円なり１万円が上がるとし

てもいきなり１万７,０００円とは申しませ

んけれども、これを段階的に緩和措置ができ

ないか、また、この一般会計から繰り入れす

るか、もしくは国保会計、特別会計の基金を

取り崩すとか、そういうことで対応できない

か町長に最後に伺いたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 今の高道議員から

お話がありました、国保の一元化といいます

か、北海道一本でやるよと。

これ、実は我々もずっと国に対してという

よりも、国は早くから打ち出していたので

す。

私どもが一本化すべきだと言ってきた根拠

は何かというと、もうそれぞれの自治体で国

保を運営していくに当たってはやっぱり町民

の負担が余りにも大きくなり過ぎていますよ

と、これもう限界にきているのではないのか

と、そこで、まずはその事業体のキャパを大

きくするということとあわせて、やっぱり公

費を投入しないとこれもうやっていけないよ

と、こういうことでずっとお願いをしてきた

ところであります。

この間の経過を若干申し上げますと、先ほ

ど申し上げたとおり、国は厚生労働省は一本

化という方針を早くから打ち出したのですけ

れども、全国の知事会が反対をしておりまし

た。

それは何かといいますと、当然、保険者、

町民の皆さん方から集まる税金だけでは到底

これ運営できないわけでありますから、これ

は国のお金あるいは都道府県のお金が入って

いるのです。知事会がなぜ反対したかという

と、国がお金出さないで都道府県の負担が増

えてしますのではないかと。

都道府県も財政の運営状況というのは、決

して楽な運営をしているわけではありません

から、そこでなかなか遅々として進んでいな

かったということであります。それが法制化

がされて平成３０年から行くよということ

で、これはもう法制化になりましたから決ま

りました。

そこで、北海道が打ち出した保険料、想定

の保険料というのが、議員が今心配している

とおり、とんでもない金額が出てきたという

ことなのです。平たく言うと、キャパの大き

い支部、実はこの支部というのは収納率も正

直言って我々よりも低いのですよね。収納率

も悪いのです。保険料も高いのです。我々が

意図していた、これ以上もう足寄町でいけば

町民の皆さん方の負担もう大変なことになっ

ているよということできたのですけれども、

それに何を図らんや、我が町でもここにある

とおり、十数パーセントの値上げ、もっとい

えば今十勝管内で一番低いのは更別村ですか

ね。これはもう５割以上、倍ぐらいになると

いうことで、今ハレーションに近い状況がわ

んわんと声が上がっています。

これを受けて、北海道では激変緩和措置を

とるということで８月に次の北海道試算が出

てくるということなのですけれども、これは

私どもも相当意見は言っていかなければいけ

ないことだというふうに思っています。

なお、現状この国保会計に我が町一般会計

からの繰入金、繰出金は約１億円前後で繰り

出ししているのです。町民の皆さん方の負担

を軽減しようということで。もちろん、この

ことがどうなるかということも今後の大きな

課題ですよね。北海道で一元化するわけです

から。賦課方式にするのか分布金方式にする

のか、ここら辺もまだこれからの詰めなので

す。

ですから、私としても、例えば足寄町さん
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２０％増ですよと、わかりましたとはいかん

なというふうに思っています。どうやって町

民の負担を増やさない方法がないのかどうな

のか、もちろん場合によっては一般会計から

の繰出し、これも可能なのかどうなのかとい

うのもこれからの制度設計ですからまだ見え

ない部分があるのですけれども、一応、北海

道の動きも少し担当のほうではつかまえてい

ますから、例えば５％ぐらいで抑えるよと

いったときに町の町民の皆さんに負担いただ

く税額がどのぐらいになるかという、そうい

う作業も順次進めていますけれども、いずれ

にしても、これはこれから３０年に向けての

制度設計に対してはきちんと私どもの立場、

町民の皆さん方の負担軽減につながるような

ことで意見反映をしていきたいというふうに

思っていますので、もう少しこの点について

は時間をいただきたいなということで御理解

いただきたいというふうに思います。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

これにて、８番高道洋子君の一般質問を終

わります。

ここで、暫時休憩をいたします。

１０分間休憩をいたします。

２時４０分からスタートをいたします。

午後 ２時２８分 休憩

午後 ２時４０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

６番 前田秀夫君。

（６番前田秀夫君 登壇）

○６番（前田秀夫君） それでは、議長のお

許しが出ましたので、一般質問通告書に基づ

きながら一般質問を行います。

件名につきましては、河川氾濫時の水害防

止策について。

平成２８年８月台風の本道被害の爪跡は、

当町での基幹産業と河川沿線住民へ大きな不

安と甚大な被害を残している現状に鑑み、そ

れらへの対応策として町職員の揺るぎない庁

舎挙げての緊急災害本部を設置して可能最大

限の諸策への汗を注いできました。

災害復旧の優先性を含めて機動力などの確

保と２８年度補正予算での財源確保と、２９

年度予算としても営農・路網整備、林産業復

元、さらには何にもまして河川沿線住民生活

安全確保などは、行政報告、行政執行方針か

つ２９年度予算でのあらゆる英知を駆使した

内容と理解しますが、とりわけ水害防止策で

の河川の改修と復元での観点から以下の幾つ

かの事柄について今後諸策の具体的実行策と

して町長の所見を伺うものであります。

一つ、災害復旧調査を踏まえ、河川改修と

復旧内容と箇所別必要工事などと財源措置に

ついて。

二つ、直近年次歴年での大きな水害とし

て、平成１５年・２８年検証と、劣化傾向の

川上・川下環境状態認識について。

三つ、足寄橋・両国橋上下流と利別川・足

寄川の合流地点かつ仙美里ダム課題での改

修・復旧として年次予定工事とその概要につ

いて。

四つ、当町河川の年次水防計画事業を含め

た管理者は北海道でありますが、２８年第３

回定例会議回答として、４者意見交換内容

と、特に仙美里ダム運用管理者の電源開発上

士幌電力所への質問状（９月５日）の回答と

あわせて伺うものであります。

五つ、昨年の電源開発上士幌電力所解釈で

は、法律による流入量と同量の放流とされて

いましたが、台風等での大雨による流入量は

経常時の水量とは異なると理解し、その必然

性としてその大雨時の流入量の放流が必要と

思いますが見解を伺うものであります。

六つ、北海道水防年次計画は、歴年の災害

などで計画の見直し経過がございますが、町

としてそれらへの要望経過を伺いたい。

七つ、河川災害防止策内容として、沿線町

民の最大関心は改修・災害復旧の年次計画を

具体的に知りたいとの声がある中で、高齢

者、一人暮らし以外への町民にわかりやすく

情報すべきと思いますが、その手だてを具体

的に伺います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。
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○町長（安久津勝彦君） 前田議員の河川氾

濫時の水害防止策についての一般質問にお答

えをいたします。

１点目の災害復旧調査を踏まえた河川改修

と復旧内容、必要な工事、財源措置につきま

しては、町が管理する普通河川におきまして

も郊南２丁目の下足寄太川、南７条１丁目の

学校の沢川、上螺湾のクオナイ川、中芽登の

ビザクラ川、上足寄の南田の沢川の５河川の

土砂堆積・河川埋塞及び稲牛の白樺川、中足

寄のカアカルシナイ川、平和のヌプチシオマ

ナイ川、螺湾の清水沢川の４河川の河岸崩落

等による被害が発生しておりましたが、河川

の通水断面を確保すべく河川掘削、護岸復旧

等を完了済みでございます。

なお、費用につきましては、町単独費によ

り実施をしております。

２点目の平成１５年と昨年の水害の検証で

ございますが、平成１５年８月に発生した大

雨災害につきましては、郊南地区の出水によ

る国道２４２号線の通行どめ、ふるさと銀河

線の運休を初め、町道・林道の決壊、河川の

氾濫等が多数発生したほか、内水氾濫により

住宅等への浸水被害が発生しました。

昨年夏の台風等につきましては、北海道に

三つの台風が連続して上陸するなど、観測史

上初となる状況が発生したため、河川の水位

が十分に収まり切らないうちに次の降雨によ

り河川水位が上昇したため、河川の越水や内

水氾濫により住宅等への浸水が発生したもの

です。

河川の状態の認識でございますが、利別川

及び足寄川につきましては、連続する降雨に

より想定以上の出水があり、流下断面の不足

や土砂堆積による中洲形成、河畔林の繁茂に

より一部川の流れを阻害する状況があったも

のと考えており、河川の流下断面の確保につ

きましては、河川管理者であります北海道に

要望をしております。

３点目の足寄橋・両国橋の上下流、利別

川・足寄川の合流地点の改修・復旧予定につ

きましては、北海道において整備年次計画を

もとに改修が進められており、現在は大誉地

本町手前まで暫定断面、暫暫定断面による河

川改修が進められています。

足寄市街地の改修につきましても、計画に

基づき順次整備されることとなりますが、現

段階では具体的な整備年次についての情報提

供はございませんが、利別川と足寄川の合流

部における樹木の伐採などにつきましては、

平成２８年度の補正予算により利別川は旧豊

栄橋から青雲橋まで、足寄川は利別川合流部

ら共励橋まで樹木の伐採、河道の掘削などを

行い、また、引き続き平成２９年度以降につ

きましても利別川下流の河川管理者である北

海道開発局と連携して昨年の災害発生時にお

ける河川流量見合いの流下能力を確保してい

くことを聞いております。

なお、仙美里ダムと河川水位の関係でござ

いますが、帯広開発建設部、十勝総合振興局

帯広建設管理部、電源開発株式会社上士幌電

力所、足寄町の４者による意見交換の場で、

仙美里ダムの水位は利別川と足寄川の合流地

点の水位に影響がないという見解が出されて

おります。

４点目の４者意見交換の内容と電源開発上

士幌電力所への質問状等の回答につきまして

は、まず、４者の意見交換の内容は、被害状

況及び水防活動状況の報告、利別川及び足寄

川の整備状況並びに仙美里ダムの運用、今後

の利別川流域の防災等について意見交換がな

され、今後の防災対策として利別川に関係す

る関係機関相互の連携のために利別川流域連

絡協議会を設置することを確認をいたしまし

た。

電源開発上士幌電力所への質問に対する回

答は、一つ目として、災害に直面している自

治体からの要請に対し対応できない法・ダム

操作規定とはいかなるものかとの質問に対

し、「仙美里ダムは基礎地盤から堤頂までの

高さが１５メートル未満であることから、河

川法上はダムには該当しないため、河川法第

４７条の適用は受けないが、河川法第２３条

の許可の内容及び条件を定めた仙美里ダム水
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利使用規定により、同ダムの操作方法につい

て管理規定を定め、これに従う旨の規定をし

ており、管理規定は国土交通省北海道開発局

長通達により、河川法第４７条第１項の規定

に基づく標準操作規定に準ずる管理規定を定

めることと規定されているため、人工的な災

害の発生防止を目的とする標準操作規定に準

拠したものとなるため、実質的には河川法上

のダムの操作規定と同様の内容となってい

る。管理規定において規定されている洪水時

の措置として、仙美里調整池への流入量が洪

水量以上となる場合は、流入量に相当する流

水を調整池から放流しなければならないとの

定めにより仙美里ダムの管理を行っている」

との回答でありました。

二つ目として、貯水池への流入量と同量を

放流しているとのことであるが、この量の測

定方法と場所について、あわせて時系列に流

入量・放流量を開示願いたいとの質問に対

し、「仙美里ダム管理規定に従って、洪水時

には流入量に相当する流量の放流をする操作

を行い、ダムの水位を一定に保持しており、

発電用取水口付近に水位計を設置し水位測定

をしている」との回答がありました。

三つ目として、これ以上の放流は下流域の

被害のおそれがあるとのことであったが、と

りわけ隣町の本別町の河川敷の状況がどうで

あったのか確認情報を開示願いたいとの質問

に対し、「下流域の被害のおそれがあるとし

たのは、必ずしも本別町の河川敷の状況を具

体的に把握した上でのことではなく、仙美里

ダム管理規定を踏まえて、仮にこれに違反し

て放流量を流入量以上に増加させた場合に

は、人工的な災害発生の可能性があり得るこ

とを伝えたものである」との回答がありまし

た。

四つ目として、発電用送水路について、通

常毎日送水しているのに送水されていないと

の情報が寄せられたので、事実関係をあきら

かにされたいとの質問に対し、「仙美里ダム

からの発電用の取水は８月１８日、２０時２

０分に停止をし、９月２日、７時に再開し

た。ダムでは洪水が発生すると、流木や塵芥

が大量に調整池に流れ込み発電用取水口のス

クリーンに漂着し、台風７号襲来時も漂流物

の除塵作業により引き揚げながら取水してい

たが、流木や塵芥が大量にスクリーンに付着

したことから、このまま取水を継続した場

合、取水設備に損傷を与えるおそれが懸念さ

れることから取水を停止したが、放流量は流

入量と等しくなるよう放流していた。」とい

う回答がありました。

５点目の大雨時のダム放流量につきまして

は、電源開発上士幌電力所では、大雨時にお

いて流入量が洪水量に達した場合には、流入

量と同量の放流を行っているとのことであ

り、私としましてもダム周辺での浸水被害を

防止する上で、放流することが必要であると

考えております。

６点目の北海道への要望経過につきまして

は、昭和４０年代までは利別川や足寄川、そ

の他の支流の川は原始河川であったため、毎

年台風や集中豪雨で農地や市街の住民地で被

害が発生していたことから、帯広土木現業所

が中心となり、昭和４０年代後半より河川改

修が進められてきましたが、利別川につきま

しては、平成１０年９月２５日に利別川河川

改修事業促進期成会を発足し、平成１３年、

平成１５年と立て続けに大雨災害が発生した

ことを受け、北海道に河川改修の要請を行

い、現在の利別川改修事業となっておりま

す。

また、近年も毎年、北海道に対して要望し

ております。

７点目の河川改修計画の住民周知につきま

しては、北海道からの情報提供がありました

際に、自治会回覧や広報誌等を通じて住民の

皆様にお知らせしたいと考えておりますの

で、御理解賜りますようお願い申し上げ、前

田議員の一般質問に対する答弁とさせていた

だきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

６番前田議員

○６番（前田秀夫君） ただいま、町長のほ
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うから御丁寧に、それから時系列的に当時の

状況を含めまして、平成１５年前後、さらに

は２８年の前後状況を。

多方面にわたり意見の場の設定やら要請行

動を行ってきたことにつきましては、改めて

敬意を表するものであります。

そこで、具体的に私は二、三、時間の許す

限り、町長あるいは所管課長様の御所見をお

聞きしたいと思っておりますが、申し上げら

れていますように、コンパクトに申し上げま

す。

我が町に存知する１級河川であります利別

川、隣の合流地点の護岸、東側にある足寄川

も河川法上では利別川支線となっておりま

す。

そこにかかわって、河川関係での整備の基

本方針につきましては平成１９年と、具体的

整備計画は２５年度に策定して以来、河川管

理者の北海道開発建設部、平成２０年から１

０カ年の整備計画を策定したということは、

この間の町議会の町長回答で承知しています

けれども。

そこで、以来、そういう中で何をどうして

きたのかというふうにコンパクトに申し上げ

ますと、いわゆるそういった基本的な国交省

の基本方針、計画を踏まえた北海道開発部さ

らには帯広開発建設部署で必要な意見聴取な

どを行いながら１０回の有識者での専門委員

会を開催して、この間、計画を作成したとい

う中で、最大の審議、論議経過として残って

いますのは、いわゆる危機管理への対応をき

ちんとしなければならないということはこの

有識者会議、大学の先生方１０人の中でも明

らかに全国版放送で示されているわけであり

ます。

そこで、今御回答をもらったこととかぶさ

らないようにお話ししますけれども、今言わ

れたように当時の状況を含めまして、最終的

に今段階の状況の御回答につきましては、当

時の現状の地方市町村の管理する普通河川、

さらには国・道が管理する１級河川というこ

とで当時の被害沿革についても御回答があり

ましたからかぶさらないようにお話しします

けれども。現時点として、今回の水害いろい

ろ今お話がありましたように、その中で、３

１年までという話がこの間の議会の中でも御

回答いただいていますけれども、一定程度小

被害といいますか、台風被害、大雨被害で見

直しがあったというふうに私は聞いているわ

けでありますけれども、具体的にその見直し

がどういうものであったのか、知れる範囲で

あれば教えていただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

河川の計画の見直しの関係の御質問かと思

いますけれども、とりわけ国のほうで策定を

しております、我が町に関係する利別川の関

係でいきますと、十勝川の関係の整備計画が

平成２２年に策定をされて、これが平成２５

年に、今、議員御質問の中にもありましたと

おり、専門委員の皆様にお集まりをいただい

た中で平成２５年に見直しをしているわけで

ございますけれども、この見直しの中身と申

しますのは、当然、国が策定した計画等でご

ざいますので、いわゆる種別でいえば帯広建

設部が所管をしております、いわゆる直轄河

川の範囲内の計画ということになってござい

ますので、その中での見直しは、札内川の関

係と、それから東日本の大震災を受けた後の

防災計画に関する取り組みについて有識者の

意見を聞いて見直しをしたというふうに承っ

ているところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番前田議員。

○６番（前田秀夫君） 今、建設課長の答で

何がどうなのかというところまでは読み取り

しませんでしたけれども、また改めて所管に

伺いたいということで。

今、建設課長のほうから御回答がありまし

たように、いわゆる流域委員会のメンバーと

いうことで道段階では１０人の学者の有識者

会議と、町の回答では町長にも回答いただき

ましたけれども、利別川流域のところを設置
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していくという御回答でペーパーをもらいま

した。

そこで、私は大学の先生方がどうこうとい

う指摘ではないのですけれども、いわゆる机

上の議論の上をして具体的にどういう調査を

して市町村段階に、まず利別川なら利別川が

その市区町村の行政なり情勢のほうにどうい

うことで調査あるいは意見集約したのか、い

まいちちょっと飲み込めないのであります。

私もさまざま調べてみましたけれども、要

すれば、具体的に一番長き歴史的な流域の全

てにかかわる状況がわかるのは、私は地方な

り地域ではないのかと、そんなふうに思って

この間きておりました。もちろん、そういっ

た学者先生の理解、審議それから論議経過が

ある中ということは承知していますけれど

も、こういうことに対して、今冒頭に町長か

ら御回答をいただきました以外に、そういっ

たことで利別川、足寄川を含めましていつの

時点で、どの時点でどういうことが、そうい

う北海道さらには帯広開発建設部の類する整

備計画作成の段階で地方あるいは行政にお求

めや意見の集約があったのか、あるとすれば

その内容をポイント的にお知らせをいただけ

れば願いたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 私のほうからお答

えをいたします。

議員、ひとつの整理をしてほしいのは、十

勝川も札内川も、もっと言えばこの私どもの

利別川も１級河川なのです。

ただ、１級河川ですけれども、国の直轄で

管理しているのは仙美里ダムから下、本別町

から下流が利別川でいえば、これが帯広開発

建設部が直轄管理しているのです。利別川、

足寄川は北海道建設管理部、すなわち旧土木

現業所なのです。

議員が仰せのこの河川法改正あるいは２０

年から、２２年から３０年の整備計画、これ

は国の直轄事業にかかわる河川なのです。

ですから、このときに策定をするときに私

どもへの意見徴収等々はありません。

この間、私どもが一時２年連続で被害を受

けた、とりわけ平成１０年にも被害を受けま

した。これは、その都度、管理している北海

道に対し、当時は帯広土木現業所、ここを通

じて北海道に対してこんな災害を受けた、河

川改修をやってくれという要望を、先ほどの

冒頭の答弁にも触れておりますけれども、そ

ういうことを繰り返し行ってきたということ

であります。

直近でいきますと、平成１０年に被害を受

けたときには、ちょうど北６条周辺です。

ここを堤防の築堤をしていただいたという

ことでありますし、それ以降については、下

愛冠の足寄橋から上利に向かって順次、河川

改修事業が進められている。

ただ、これは本別から先、本別区間です

ね、仙美里ダムから本別間。

ここで、一部国の直轄区間で河川の整備が

終わっていない箇所があって、私どもの利別

川の河川改修というのは、先ほども暫定断面

というお話、そういうことでお話を聞いてお

ります。

あくまでも、水は高いところから低いとこ

ろでありますから、下の整備が終わらない

と、上だけやってしまうとまたということも

ありますから、そこは北海道と国とが連携を

取りながら計画的に進めていただいていると

いうことでございますので、御理解いただき

たいというふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 最後の質問にしてく

ださい。

６番前田議員。

○６番（前田秀夫君） 厳しい議長の発声で

ございます。最後にしたいと思います。

お話ありました。よく理解して後からと

思っていたのが、今町長に教えていただき、

ありがとうございました。

一つの私のところにでございますけれど

も、私も長い間、利別川沿線にお世話になっ

てたくさんの足寄町民から教わりながら、こ

の間、生活を営んでおりますけれども、この
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間の平成１３年、１５年、さらには２８年、

その他もございますけれども、私はやっぱり

具体的に今予期せぬ、新しく９月、１２月の

町長の話ではないのですけれども、本当に気

象も観測もできない、予期できないというよ

うな、これ我が国だけではなく、そういうっ

た状況で長い間、一定の農家や営農や経済を

育んできた川の役目がもう果たしきれていな

いというふうに私は思っています。

そこで、私見でございますけれども、私は

今思い切って今こそ北海道開発建設部、上に

は国交省でございますけれども、私はこの利

別川、それから足寄川、それからダムの話も

進み、それから法の関係もわかりましたけれ

ども、一つは水底深堀対策が必要ではないの

かと、つまり掘削。これは７、８年前に冬も

やったのも私は記憶しています。

さらには、堤防も復旧、浸食対応が不可欠

ではないのかという私の私見を申し上げて、

最後のまとめとしまして、北海道開発局河川

整備にかかわっては、先ほども危機管理が集

約的であるというお話をしましたけれども、

そこの細部にわたっている審議議論のポイン

トは、いわゆる私が今申し上げました、予想

以外の局地的集中豪雨のことについてと、も

う一つは整備計画上を上回る被害の可能性あ

りと、さらには河川管理者以外との連携かつ

情報の交換も不可欠であると、もう一つは、

我が町の町長のまちづくりの柱となっている

橋梁の関係であります。協働上での支援とし

て、行政以外との役割分担もしっかり努めて

いかなければならないということが、この

間、北海道段階、それから帯広開発建設部の

段階で基本方針を踏まえた整備計画の柱と

なっているということを思い進めて、最後に

なりますけれども、町民が今一番心配してい

るのは、まとめて言うと町が頑張ってやって

くれているのはちゃんとわかっていますけれ

ども、何をいつどのぐらいの時期にやっても

らえるのだということが、私も南のほうの町

内に住んでいますけれども、事あるたびにそ

のことが言われるわけなのです。

そこで、御回答今ありましたように、自治

会回覧広報誌、住民周知ということでお知ら

せしたいということでありますけれども、で

きれば自治会回覧、これ以上のものはないの

かもしれませんけれども、別紙づくりで全て

の河川に沿線の住民だけには具体的な改修、

それから整備計画についていま一度、御検討

願って周知徹底を、町民の声を代表して御要

請申し上げまして、この間の町長の御回答に

つきまして、敬意と感謝を申し上げながら問

いたいと思います。

ありがとうございました。

○議長（吉田敏男君） これにて、６番前田

秀夫君の一般質問を終わります。

次に、１１番髙橋秀樹君。

（１１番髙橋秀樹君 登壇）

○１１番（髙橋秀樹君） 議長のお許しを得

ましたので、一般質問通告書に基づき一般質

問をいたします。

質問事項、足寄町における公共交通の対策

について。

連日のように、高齢者の操作ミスによる自

動車事故が報道されるようになり、今後、高

齢者の運転免許証の返納も多くなることが予

想されます。

しかし、当町のように公共交通手段が効率

的ではなく不便が多い場合は、自分の生活を

守るために運転免許証は欠かせない現状があ

ります。

事故防止や日常生活を充実するためには、

公共交通の利便性の向上は必要不可欠と考え

ます。

町民が公共交通に頼ることが非常に多く

なってきている現状がある中で、足寄町の公

共交通に対してどのように検討されているの

か以下の質問をします。

１、市街地コミュニティバス（あしバス）

について、現状と今後について。

２、行政執行方針の中に、地域全体の移動

手段の充実と効率的で持続可能な公共交通体

系づくりを検討しますとあるが、具体的には

何を検討しているのか。
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ライドシェア（自動車相乗りシステム）や

Ｕｂｅｒ（ウーバー、自動車配車ウェブサイ

トシステム）の検討を進めているのか。

３、銀河線廃止による代替えの公共都市間

バスであるが、利用率が低下しているように

思えるが、現状と今後について。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 髙橋秀樹議員の足

寄町における公共交通対策についての一般質

問にお答えをいたします。

１点目の市街地コミュニティバス「あしバ

ス」の現状と今後についての御質問でござい

ますが、あしバスは市街地における交通弱者

の足の確保を目的として平成２６年１０月か

ら本格運行を行っております。

運賃につきましては、高齢者、学生、体の

不自由な方等は無料で、一般の方は１乗車に

ついて１００円の運賃をいただいておりま

す。年末年始を除く平日及び土曜日に１日５

便を運行しており、２８年度は１日平均４２

人の方に御利用いただきました。

今後につきましては、現在、足寄町地域公

共交通活性化協議会において、あしバスを含

めた本町の地域公共交通の再編について検討

を実施しておりますので、利用者・住民の

ニーズの的確な把握を行う中で、より利用し

やすいあしバスの運行に努めてまいりたいと

考えております。

２点目の地域全体の移動手段の充実と公立

的で持続可能な公共交通体系の検討に関する

御質問ですが、議員仰せのライドシェア・自

動車相乗りシステム、ウーバー・自動車配車

システムにつきましては、現在のところ具体

的な検討は行っておりませんが、先ほど申し

上げました足寄町地域公共交通活性化協議会

における本町に適した公共交通体系のあり方

の検討の際の参考とさせていただきたいと考

えております。

なお、具体的に何を検討しているのかとい

う御質問でございますが、あしバスを含めた

僻地患者輸送バス、スクールバスの一般利

用、高齢者障がい者通院支援事業、外出支援

サービスなど多数ある交通サービスをいかに

利用者のニーズに応えて効率的に運行するか

ということをこれから検討を行うところでご

ざいます。

３点目の銀河線代替えバスである十勝バス

帯広陸別線に関しての御質問ですが、議員御

指摘のとおり、平成２２年度には平均乗車密

度は４.９人でありましたが、過疎化、少子

化等による通学生徒の減少などにより、平成

２８年度は４.４人となっており、沿線自治

体による運行費補助も年々増加している現状

にあります。

十勝バス帯広陸別線は足寄から帯広までの

唯一の公共交通機関であり、欠かすことので

きない交通弱者の足でありますので、沿線自

治体とともに効果的、効率的な運行及び利用

増進策を検討してまいりたいと考えておりま

すので、御理解賜りますようお願い申し上

げ、髙橋議員の一般質問に対する答弁とさせ

ていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

１１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君） まず、あしバスの

件について御質問をさせていただきます。

あしバス、非常に当初に比べると平均の一

日乗降数が４２人とふえてきているように思

います。平成２６年度は２９人、２７年度３

７名からどんどん上がってきているように思

うのです。これ、非常にあしバスに関して

は、運行状況もよろしいかと、ちょっとお時

間もかかっているようですけれども、非常に

よいのかなというふうに思っています。

それで、まず、運賃についてお伺いをいた

します。

普通の方については１乗車１００円という

ふうになっておりますが、このお金を無料で

割合というかはどれぐらいになっているの

か、わかればお伺いいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（渡辺俊一君） 今、御質問の割合

でございますけれども、割合については

ちょっと出しておりません。
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それで、今無料パスといって、先ほど町長

の答弁の中にもございましたけれども、高齢

者の方ですとか、学生の方ですとか、そうい

う方たちについて無料ということで、無料の

パスを出しております。そういう方たちが、

今現在でいくと３８８人の方に無料パスを出

しております。

そういうことでありまして、多分、利用さ

れている方たちのほとんどは無料の方たちが

多いのではないかと考えております。ですか

ら、割合は出しておりませんが、無料の方た

ちの割合が多くなってきて、有料で乗られる

方もいらっしゃいますけれども、その方たち

は非常に少ない中で運行しているというよう

な状況なのかなと思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君） あしバスに関して

は、助成金が７８０万円でしたっけ、７９０

万円ぐらいの助成費になっています。

私、何でお金のことについてお伺いをして

いるのかというと、公共交通に関していきま

すと、結局、その利用率がどんどん減って

いったよとか、収益性が上がらなければそこ

のところの間の運行が減らされるだとかいろ

いろなことが現状として起きてくるのだとい

うふうに思っております。

そんな中、やはり、これで今でいきますと

１日４２人であればすごい１日２万円以上が

運行に費用としてかかるという形になります

ので、多少なりとも運行費用にお金が回るよ

うな状況をつくれないかなと思ってこの質問

をさせていただきました。

やはり、あしバスとはいえ不自由な人、交

通弱者の弱い足の確保ということが目的です

けれども、そこだけを取り上げていくと必ず

どこかでひずみが来るのではないのかなとい

うように思います。この件に関してどうお思

いか、お考えをお聞かせください。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（渡辺俊一君） やはり安定的に継

続して持続して運行していくためには、当然

かかる経費というのは必要なわけですから、

そういう財源を確保していかなければならな

いというのは、これは当然のことであるとい

うように思っております。

このあしバスの関係でいきますと、補助金

も２分の１の補助を国のほうからいただいて

いるということで一定補助と、それから運

賃、それとあと足寄町からの負担する経費と

いうような形で運営をしておりまして、今の

ところでいけば、今１台で回っておりますけ

れども、その中では金額としては３００万

円、町の負担としては３５０万円程度なのか

なというように思っております。

そういった意味でいきますと、当面は足寄

町としてもその負担には耐えられるのかな

と、住民の方たちの足を確保するために町の

負担としてその程度の財政の負担というの

は、それは必要なことなのかなというように

考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君） よくわかりまし

た。

現状、これ乗ってといったら変ですけれど

も、大体１時間４０分ぐらいかかる、１周

で。これを今ぐらいの金額でもし行けるので

あれば、もし２系統といったら変ですけれ

ど、２台で回すということも考えると、より

住民のサービスとしては向上していくのかな

と。

１台ですとやっぱり町民の皆様に負担がか

かる部分が多いのかなと。

やはり乗る利用者率をどんどん上げること

によって、逆に言ったらここが絶対的な必要

なのだというような形で確保できるというよ

うなことを考えていっていただきたいなとい

うふうに考えております。

もう一つ言わせていただきますと、あしバ

スを利用した中でそのまま帯広まで１日２往

復程度のあしバスの運行ができないかなとい

うことも一緒に僕はちょっと考えているので

すけれども、この件に関してどのようにお考
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えかお聞かせください。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

答弁書でも町長から答弁もさせていただき

ましたが、現在、足寄町地域公共交通活性化

協議会におきまして、まさに検討、調査をか

けておりまして、その調査の結果をもって平

成２９年度に検討しようということでござい

ますが、その中では町内にあります公共交通

機関と銀河線代替えバスも含めまして帯広ま

でどうやって行ったらいいのかと、それは議

員仰せのように、あしバスが乗り込んだほう

がいいのかと、あるいは銀河線代替えバスに

より乗りやすくして代替えバスの乗客を減ら

してしまってもやはり補助金の提言の理由に

もございますので、その辺のことも総合的に

勘案しながら見直してまいりたいと思います

ので、御理解のほどをよろしくお願いいたし

ます。

○議長（吉田敏男君） １１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君） 今、総務課長おっ

しゃるとおり、僕もいろいろこれ時刻表をに

らめっこしながらどれが一番ベターなのだろ

うなというふうに思いながらずっと検討をさ

せてもらいました。

その中で、やはり帯広まで今現状行くの

だったら２時間１０分ぐらいかかるのです

ね、現状の中で。あしバスだったら、もう直

行で駅までうまくすれば１時間程度で行ける

と。

そうすると、ここの利用が非常に多くなれ

ば、足寄町の人たちもより買い物に、地元で

消費しないというのはちょっと問題があるか

もしれないですけれども、帯広へ行かなけれ

ばいけないという用事のときに、やはり高齢

者であればあるほど体に負担がかからないよ

うな状態になるのかなというふうに私は考え

ております。

一方で、勝バスというのかな、代替えの銀

河線代替えバス、これも重要なバックボーン

だというふうに思っています。ここも潰すこ

とはできないというふうに考えております。

これは、後ほど質問をさせていただくような

形で置いておきます。

ですから、やはりこの２９年度に検討して

いただけるというのであれば、そこのところ

を早急に検討していただいてやっていただけ

ればありがたいかなというふうに思います。

続いて、２問目のライドシェアについて

ちょっとお伺いをいたします。

この件に関しては、３月、天塩町において

株式会社ｎｏｔｔｅｃｏと提携してきょうか

ら実証実験が行われているというふうに聞い

ています。中頓別町ではウーバーが２０１６

年の８月２４日から実証実験が行われており

ます。このｎｏｔｔｅｃｏに関しても先ほど

答弁があったように、まだ検討されていない

というお話だったのですが、足寄町、中距離

の移動システムというのがどうもうまくいっ

ていないように私は考えます。

その中で、ｎｏｔｔｅｃｏ・ライドシェア

の場合に関しては、観光にも使えるといった

ら変なのですけれども、例えば、当町はオン

ネトーという大きな観光資源を持っているの

に、そこに行くのに非常に不便な状況が続い

ている。このｎｏｔｔｅｃｏ・相乗りシステ

ムを使うことによって、毎日はそこには行け

ないかもしれないけれども、そこの場所に行

ける可能性がよりふえるというふうに考えて

おります。

このライドシェアというのは、今後非常に

大きな過疎地域においての一つの交通手段に

かわるというふうに思っておりますが、この

辺に関して全く検討がなされていないのかお

伺いをいたします。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

ライドシェア、ウーバー、ｎｏｔｔｅｃｏ

と、議員仰せのように、中頓別、天塩町等で

実証実験をしているということで伺いまし

た。ただ、正直申しまして、全く見当はして

おりませんでした。
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それで、今回御質問ございまして、その背

景等いろいろと調べさせていただきました

ら、国土交通省的には国の運輸行政をつかさ

どる省庁といたしましては、ウーバーとかで

は一般人が自分の空き時間に自家用車で他人

を運送するという仕組みなものですから、国

土交通省的には運行管理とか車両整備とかで

誰が責任を負って、もし何かあったときにど

ういう保障があるのかという部分で慎重な利

用者保護、安全の確保の観点から問題がある

という見解を国土交通省は持っているようで

ございます。

その辺のことも今後、先ほど申しました２

町は実証実験中でございますので、その結果

をもって国土交通省もいろいろな形で整備し

ていくものと思いますので、その辺の行方を

見きわめながら足寄町としましてもその部分

について研究していきたいと思いますので、

御理解のほどをよろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） １１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君） これは非常に最近

できたようなシステムなのですけれども、や

はりそういう新しいものをしっかりと取り入

れて研究していくというのが必要なのではな

いかなというふうに思います。

足寄町においてやはり大きなオンネトーを

控えている中で、公共交通というのをしっか

り充実させることが私たち町民にとっても観

光客にとっても非常によい状態になっていく

のかなというふうに考えておりますので、御

検討のほどをよろしくお願いをいたします。

続きまして、勝バス、都市間バスについて

の代替えバスについての御質問をいたしま

す。

その前にごめんなさい、もう１件質問がご

ざいました。

今、足寄町に公共交通一つなくなった交通

機関というのがあるのです。それは、運転代

行というのがなくなってしまいました。これ

は１年半、２年ぐらいになるのかな。そこ

で、非常に足寄町内の方々はよろしいのです

けれども、町内というか市内の方というのは

いいのですけれども、郡部というか、そうい

うところから飲みに来たいよとか食事に来た

いよという方がいたときに、その方々が今ま

では代行を使っていた、しかし、それが今現

状なくなったということで非常に不便をして

いるということが現状にあります。

これについて、いろいろ各というか飲食業

の人たちからお話を伺ってみると、やはり飲

みに来る人、食事に来る人が減ったのだとい

う切実な願いを聞くこともございます。

これについて、私どもどういうようなこと

が手だてを打てるのかなということをいろい

ろ考えたのですけれども、やはりなかなかや

めるということは利益がなかったりだとか、

人の手だてがつかないだとか、いろいろな状

況が起きてそういうような現状になったのだ

と思いますが、何とか足寄町としてこの代行

なりを復活させるというか、そういうことが

できないものか、何かもしそういう手だてが

あれば教えていただきたいなというふうに

思っております。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） ただいまの議員の

お話の運転代行業者が撤退をしてしまったと

いうことで、実は、私の耳にも飲食店の経営

者の方から何とかならないかなという、そん

なお声も実は届いております。

町は、支援することは可能だというふうに

私はそのときもお答えをしたのです。ですか

ら、どういう形で仕組みづくりができるの

か、例えば、商工会さんも中に絡むですと

か、飲食店組合という組織もありますから、

そこを中心にしながら商工会さん含めて、も

ちろん車の関係と人の関係、一番難しいのは

人なのかなという思いをしていますけれど

も。例えば、そこの部分で町に車の分何とか

助成すれというのであれば、それは検討する

ことは全然やぶさかでないなと、こんなふう

に思っています。

ですから、これやっぱり関係者の方々が

ちょっと集まってどういう形がいいのか、

やっぱり相当お客さん減っているというお話
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は聞いているのです。

ですから、これはやっぱり夜のことだって

町の経済には影響もあることに私も認識して

いますから、それちょっと本当に関係者と少

し意見交換をしながら、いい仕組みづくりが

できればいいなと、こんなふうに思っていま

すので、ぜひ議員の立場ででもどのような形

がいいのかちょっと知恵をおかしいただけれ

ばというふうに思います。

○議長（吉田敏男君） １１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君） 今町長からいいと

いったらあれですけれども、ありがたいお言

葉をちょっといただきました。

多分そんなに大きな金額を助成する必要は

僕はないと実を言うと思っています。ある程

度のこともある程度できるのだろうなと。

そうしたときに、個人の業者にそのまま渡

すべきなのかというと、それはちょっとでき

ないのだろうなというふうに認識をしており

ます。

そうすると、やはり商工会なり飲食店組合

なりがひとつ結束をして、そこに助成をして

いただくという方法が一番ベターなのかなと

いうふうに考えているのですけれども、もし

その仕組みができるのであれば、しっかりと

させていただきたいなというふうに思いま

す。

やはりこの代行さんがなくなったことに

よって、本当にお客さんが減っているという

のを聞いております。ですけれども、これ飲

酒運転撲滅にも非常に大きくかかわってくる

ことですので、しっかりと私のほうからも対

応をさせていただく。今のお話をいただき、

商工会等々に働きかけを私のほうからもさせ

ていただきたいと、そのように思います。

続きまして、最後に代替えバスについての

質問に戻させていただきたいと思います。

代替えバス、当初に比べて大分助成金も大

きくなってきているように思います。

やはり人数も乗客数というのかな、平均乗

車密度もどんどん減ってきている状況があり

ます。

今、地域交通活性化協議会のほうである程

度支援を検討させてもらうよというお話が

あったのですけれども、これ僕は絶対守らな

ければいけないものだというふうに思ってい

るのですが、年間１,２００万円という支

援、補助金を出しているような形になってお

ります。これ、どのぐらいまで足寄町として

支援できるのかお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

議員から今お話ございましたように、銀河

線の代替バス、十勝バスの帯広陸別線、これ

につきましては、銀河線の代替バスというこ

とで銀河線が走っていたときと同じような運

行の仕方ということで、時間帯ですとか、そ

れから本数ですとか、そういったものについ

ては同じような形で運行させていただいてお

ります。

当初は、通学の高校生だとかたくさんい

らっしゃったということもあって、町から

の、それと沿線の自治体からの補助だとか、

そういうものなくても運行ができていたので

すけれども、だんだんやはり沿線の人口減

少、それから少子高齢化、そういったものが

あって高校生、通学生も減ってきたというよ

うな状況の中で、どうしても赤字の部分、そ

れと乗車密度というのがだんだん少なくなっ

てきて、５人を割ってくると国からの補助金

も少しカットがされる、カットがされるとそ

の部分を沿線の自治体で過剰負担しなければ

ならないというような形になっておりまし

て、負担が出てきております。

だんだん乗られる方も少なくなってきたと

いう部分で、負担もだんだんふえてきてい

て、昨年でいくと１,２００万円、１,３００

万円ぐらいの金額になってきているという状

況であります。

ただ、これが幾らまでだったら町で負担が

できるのかというようなことでございますけ

れども、なかなか、先ほどの町長の答弁でも

ございましたけれども、それと沿線自治体、
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それから帯広市だとかを結ぶ、そういう公共

交通機関という部分でいけば、このバスしか

ございませんので、これはやはり私どもどう

してもやっぱり残していかなければならない

公共交通機関だというふうに思っておりま

す。

ただ、やはり、とはいえ幾らでも天井知ら

ずに補助が出せるかというと、これは足寄町

もそうですけれどもほかの自治体も当然そう

いうことになってきますので、やはりそこは

幾らということは今言えませんけれども、や

はり乗る方をふやす、これから高齢者になっ

て運転免許証を返さなければならないだとか

という人もふえますし、そういう方たちが例

えば帯広の病院に行くだとかということに

なってくると、やはり必要になるわけですか

ら、やはりそういう人たちがふえたりだとか

そういう利用をふやすですとか、あとはバス

会社のほうで効率的な運行をしていただくだ

とか、そういったことを進めながらなるべく

町の負担が、沿線自治体の負担がふえないよ

うな形で運行していければと、こう思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 最後にしてくださ

い。

１１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君） よくわかっており

ます。

これ、しっかりとここの銀河線の公共交通

は守っていかなければいけないのだというふ

うに思っています。私、何でこのような質問

を今回、公共交通について質問しているかと

いうと、実を言うと、道東道が延伸になって

阿寒まで去年延びました。その影響たるや、

かなり厳しいものがあるのです。というの

は、やはり足寄町に入ってくる流入量が格段

に減りました。これを何とかしないと、足寄

町に入ってくる観光客が激減していく、要す

るに、通過していくお客さんがどんどん減っ

ていくという現状になりかねないというかも

うなっているのですね、実を言うと。

それが今回は、幸か不幸か災害がございま

したので、結構いろいろな働いている方がど

んどん流入をされたので、現状としては余り

足寄町にとってそんな影響が見えていないけ

れども、これ通常の状態であれば、足寄町か

ら阿寒湖に抜ける人というのはほぼほぼいな

くなったというふうに考えていいのだと思い

ます。

そのときには、私はやはりオンネトーを

しっかりとアピールしていくべきだし、それ

から公共交通をしっかりさせていくことに

よって、足寄町に逆にいったら入ってくる観

光客の人をふやしてあげるということを考え

ていかなければ僕はいけないのだなというふ

うに考えております。

しっかりとこの公共交通機関を守っていく

ことが私たち足寄町に住んでいる者にとって

みれば自分たちのためになってくるのかな

と、自分たちの足もそうですけれども、逆

に、だから外から帰ってくる、入ってくる人

たちの足も確保してあげるということが僕は

重要なのではないかなというふうに思って、

この質問をいたしました。

最後に、町長の御所見をお伺いして私の一

般質問にかえさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 最後でよろしいです

か。

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

帯広・陸別、いわゆる銀河線の代替えバス

の運行、これ本当に１１６.５４キロを運行

をしていただいております。

沿線で協議検討をして鉄道の走っていた本

数は確保しようということで、その中でも余

りにも２時間はかかり過ぎではないのかとい

う話で、例えば、どこかから直接という話も

いろいろ出たのですけれども、ここやっぱり

費用の関係が出てきたのです。

実は、この沿線の負担というのは、実は帯

広、幕別にも負担してもらっているところな

のです。本当は、池田からバス、びゃっと帯
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広まで行けばいいのですけれども、そうする

とやっぱり収益が問題あるのです。幕別それ

から札内を含めて帯広へ入っていく、ここも

実は負担してもらっているのです。

私、一番申しわけないというか、ありがた

いなと思っているのは、幕別町なのです。別

にここからバスあれしなくても向こうのバス

だけでいいのですよね。

そんなこともあって、何とか２時間でもっ

と短縮できないかということで随分議論をし

たのですけれども、やっぱりここは十勝バス

さんとしても、ここで少しかせがないことに

は、裏を返せば、足寄町さん、もっと対応し

てくれますかと、こんな話ですよね。

あの沿線の中で一番負担が多いのは、実は

我が町足寄町なのです。均等割ですとか人口

割も取っているのですけれども、実質は足寄

町の行政区域の走行距離、実はうちが一番長

いのです。３７.４キロ。一番奥の陸別町

は、実は３.６キロしか走っていないので

す。

ここにも、我が町の負担は多いのですけれ

ども、正直言って、足寄から奥というのはま

あまあ乗っているのですが、いつも私も気に

しているのですが、バスとすれ違うたびにこ

うやって見るのですが、とりわけ足寄から陸

別に向かっては空気運んでいるほうが、どち

らかというと大きいのです。これ、平たく言

いますけれども。だからといって、では陸別

知らないよと、足寄からこっちだけにしよう

やということになるのかというと、これはそ

うにはならんということで、これはぜひ御理

解いただきたいところなのです。

そういう意味で、ともかくこのバス路線を

どうやって運行していくのか、これは将来に

向かっては本当に現実問題として、例えば、

便数を減らそうかということだって、これ検

討のテーブルに上げなければいけないことな

のかなという、そんなことも実はちょっと想

定もしているのですけれども、いずれにして

もいろいろな形で知恵を出し合っていかなけ

ればいけないなというふうに思っています。

それとあと、後段で言われました観光の関

係、それから高速道路の関係、実は、これ

やっぱり阿寒まであの高速道路が延びて実は

向こうで物すごい取り組みをしているので

す。

ここは、高速道路、乱暴といいますか、乱

暴とはいえない、極端な話をしますと、足寄

まで高速道路できているのだから、足寄から

私も今一生懸命になって北見まで何とか通そ

うということでやっているのですけれども、

中には足寄でもうやめたほうがいいのではな

いかという人もいるのです。

それは何かというと、足寄町に今のところ

降りてくれますから、多少減ったにしても、

そういう御意見もいただいているのですけれ

ども、私は基本的にはそうではないというふ

うに思っています。

鉄道も離されていますから、やっぱり都市

間をつなぐためにはやっぱり公共交通機関

で、それがだめになったわけですから、これ

はやっぱり高速道路というのは、これは有効

な手段だというふうに思っています。

あとは、やっぱり地元で足寄町でやっぱり

足寄を通って阿寒まで絶対近いですから、こ

れはナビやっても足寄経由が近くということ

で出るというふうに思うにもかかわらず、向

こうに行っているのは何かというと、やっぱ

り降り口に物すごい道の駅をつくったりして

物すごい取り組みをしているのです。

そういう意味でいきますと、今これ阿寒湖

口周辺６町でいろいろな国の方針で国立公園

を活用した、とりわけインバウンドといって

外国人のお客さんをもっと呼び込もうという

中で国で六つ指定されているところに阿寒国

立公園も含まれていますから、これは関係町

村集まって、とりわけ私どもはオンネトーが

そこに入っていますから、この周辺を決して

自然に負荷をかけるということではなくて、

今のままではちょっと呼び込むにはちょっと

まずいよねと。だから、必要な施設整備もこ

れからやっていこうということで意見反映を

しているところであります。
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そういう意味では、先ほど議員が言われた

新たな送迎システムといいますか、そういっ

たこともやっぱり検討をしていかなければい

けないのかなと、そんなふうに思っています

ので。

これまた少し時間はかかりますけれども、

これまた議員からいろいろなお知恵を出して

いただければなと、こんなことをお願いして

答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これで、１１番髙橋

秀樹君の一般質問を終えます。

これで、一般質問を終わります。

◎ 延会の議決

○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま

す。

本日は、これで延会をしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日はこれで延会することに

決定をいたしました。

◎ 延会宣告

○議長（吉田敏男君） 本日は、これで延会

をいたします。

次回の会議は、３月１３日午前１０時より

開会をいたします。

大変御苦労さまでございました。

ありがとうございます。

午後 ３時４９分 延会


